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Ⅰ.本論文の目的

本論文の主目的は､｢経営者の理念 ･価値観｣

(注 1)がどのようなプロセスで ｢企業制度｣ とし

て具現化していくのか､この具現化のプロセスを

｢企業の従業員に対する雇用および処遇に関する

諸制度 (以下､｢従業員処遇等諸制度｣と略称)｣､

特に､｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣に焦

点を合わせて考察することにある｡なお､本稿は

衣笠洋輔教授指導の下に研究 した博士論文の要約

である｡

Ⅰ.研究の背景

今 日､｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣は

｢企業制度｣の一環としての ｢従業員処遇等諸制

度｣ (往2)において､きわめて先進性の強い ｢従

業員処遇等諸制度｣として広 く関心を集めている｡

｢ファミリー ･フレンドリー｣ (注3)概念に基づ く

｢従業員処遇等諸制度｣を ｢ファミリー ･フレン

ドリー諸制度｣と位置づけているが､これはあく

までも企業が構築する諸制度の一環として受け止

めている｡ここで留意 しておきたいのは､今日､

企業は自らの存続､発展の基軸に ｢優秀な人材の

確保､育成｣を据えており､これなくしては､企

業利益の確保､ひいては､企業の存続､発展はあ

り得ない｡先進的な企業は ｢優秀な人材の確保､

育成｣を企業の存続､発展のための ｢全戟略体系｣
の基本的一環として組み込みつつある｡そこでは､

｢人材の確保､育成に関わる諸制度｣を ｢企業制

度｣の基本的一環として組み込む方向が探求され

つつある｡｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣

は恩恵的制度ではなく､企業の利益獲得のための

前提 とも言うべき制度と位置づけられていること

に留意すべ きである｡企業制度の一環 としての

｢従業員処遇等諸制度｣を基軸に据えたのは､｢経

営者の理念 ･価値観｣ (往4)はそれだけでは､観

念の域に留まらざるを得ないが､これが企業制度

として具現化された段階で始めて実質的な意味を

持つ存在となる点に着目したことによる｡企業の

従業員に向けての ｢経営者の理念 ･価値観｣が

｢従業員処遇等諸制度｣に具現化される場合､そ
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の具体性が高まり､また､それに直接､間接に関

係する人々にとって理解 し易いものとなり､そこ

でのすり合わせを通して､その体系化､普遍化も

一層進展することになるからである｡

｢従業員処遇等諸制度｣が先進的であればある

ほど､｢経営者の理念 ･価値観｣が重要な役割を

演じる｡その場合､経営者自身の生い立ち､個人

的体験､宗教観､倫理観､価値観､正義感､さら

には､理念 ･情熱などが深 く関わっていることが

多く､その様な状況の下では､先進的な ｢経営者

の理念 ･価値観｣は自企業の企業制度に色濃 く反

映されることになるが､その先進性の故に､その

数はきわめて限られたものとならざるを得ない｡

しかし､特に注意しておきたいのは､この先進的

な企業制度が社会から認知される場合､これが他

企業の経営者の啓蒙に繋がり､また､国 ･行政を

も動かすことになる｡米国の先進企業 (IBM､ジ

ョンソン&ジョンソン (以下､J&Jと略称))を

事例研究の対象として選び､｢経営者の理念 ･価

値観｣が ｢従業員処遇等諸制度｣の定着化にいか

に大きく貢献しているかを一つの問題提起として

紹介し､これら事例を ｢経営理念主導型｣として

位置づけた｡日本においては､｢経営理念 ･価値

観｣ と並んで､｢従業員処遇等諸制度｣の確立､

定着化において ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣ (注5)

の演 じる役割もまたきわめて大きい｡｢国 ･行政

の施策 ･法制化｣は企業の主体性に任せておけな

いほど事態が悪化 した場合､その出動がその解決

の決め手となることもしばしばである｡

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣は､当然のことな

がら､それぞれの国が持つ基本的姿勢に深く関わ

っている｡日本の場合も､｢経営者の理念 ･価値

観｣に加えて､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣がき

わめて重要な役割を演じるのが通例である｡本論

文では､日本における ｢従業員処遇等諸制度｣､

ひいては､｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣

の形成過程に焦点を合わせて考察するため､この

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣をも織 り込んだ分析

フレームワークを提示している｡

｢ファミリー ･フレンドリー｣という概念それ

自体､きわめて先進的なものであり､また､それ

を支援する企業制度 (以下､｢ファミリー ･フレ

ンドリー諸制度｣と略称)も先進性をその特質と

している｡｢経営理念主導型｣として､先進的な

企業制度の象徴的存在である ｢ファミリー ･フレ

ンドリー諸制度｣を選び､それに焦点を合わせて､

｢経営者の理念 ･価値観｣が企業制度の一環とし

ての ｢従業員処遇等諸制度｣､ひいては､｢ファミ

リー ･フレンドリー諸制度｣に具現化していくプ

ロセスの考察を試みている｡ しかし､その先進性

の故に､社会的認知度も低 く､スムーズに進行 し

ない場合､そこでは､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣

の出番があり重要な役割を演じることになる｡

｢ファミリー ･フレンドリー｣概念は ｢仕事と

家庭の両立｣に凝結されており､従業員にとって

その理想型とも言うべきものである｡日本におい

て､この ｢ファミリー ･フレンドリー｣概念を速

やかに浸透､走着させるためには何が必要である

のか､そのための基本的条件を確認することこそ､

筆者の最大の関心事であり､上記3つの要因の関

係を解明することにより､その解決の道を探求す

ることがより具体的な狙いとなっている｡

Ⅲ.分析 フレームワーク

1.｢経営理念主導型｣と ｢法制化主導型｣

｢経営者の理念 ･価値観｣が ｢従業員処遇等諸

制度｣をどのような形で定着､浸透させるかにき

わめて重要な役割を演 じることはいまさら言うま

でもないが､現実的には､｢国 ･行政の施策 ･法

制化｣もまた ｢従業員処遇等諸制度｣のあり方に

重大な影響力を持つ｡ここで注意しておきたいの

は､｢経営者の理念 ･価値観｣が ｢国 ･行政の施

策 ･法制化｣に比較 して高い基準を持つ場合と､

そうでない場合では､｢従業員処遇等諸制度｣に

与える影響の仕方は大きく異ならざるを得ないと

いうことである｡

(∋経営者が ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣に比較

してもきわめて高い基準を持つ場合 (経営理念主

導型)と､(∋経営者が ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣

に比較しても低い基準しか持たないか､あるいは､

基準そのものを持たないか､または､明確にしな

い場合 (法制化主導型)における ｢経営者の理

念 ･価値観｣､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣､｢従業

貞処遇等諸制度｣の3者の関係とプロセスに大き

な差異が生じるという点に向けられている｡

①の場合､｢従業員処遇等諸制度｣に向けて､

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣の出番はなく､それ

なしでも十分機能する形で構築されるが､(3)の場

合､｢従業員処遇等諸制度｣構築のために､｢国 ･

行政の施策 ･法制化｣は重要な役割を演 じざるを
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得ない｡(Dのケースを ｢経営理念主導型｣､②の

ケースを ｢法制化主導型｣と名づけた｡

本論文では､｢従業員処遇等諸制度｣の形成の

プロセスおよびその成果をいくつかの事例研究を

通 して解明することを試みているが､その場合､

これらの ｢従業員処遇等諸制度｣の形成が ｢経営

理念主導型｣という形をとる場合もあれば､｢法

制化主導型｣という形をとる場合もある｡この2

つのタイプの ｢制度｣形成過程に焦点を合わせて

考察を進めることにより､通例なら見落としてし

まうような様々な問題の解明が可能となる｡

｢経営理念主導型｣は理念と情熱を以ってその実

硯を目指す西欧企業にしばしば見出される｡高福

祉社会の実現､今日､高負担問題を契機として重大

な限界に直面しているとはいえ､そこには､それを

実現するための理念と情熱の存在を見出すことが

できる｡今回事例として取 り上げた｢ファミリー･

フレンドリー｣企業(IBM､J&J)も明らかに｢経営

理念主導型｣に属している｡｢ファミリー･フレンド

リー｣概念も一部の米国企業によって提起され､実

現に向けて努力されてきたものであり､｢経営理念

主導型｣という特性を強く持つものである｡さらに､

日本企業の｢ファミリー･フレンドリー｣企業に該

当すると考えられる資生堂他を事例研究の対象と

して選んでいるが､これらも｢経営理念主導型｣と

して位置づけることができよう｡

｢法制化主導型｣の限界は｢仏作って魂入れず｣､

｢絵に書いた餅｣に陥りがちなことである｡｢国 ･

行政の施策 ･法制化｣が ｢従業員処遇等諸制度｣

に取 り入れられたとしても､これが経営者の理念

を刺激 し､高めない限り､｢法令破 り｣､｢法網 く

ぐり｣､｢遵法なし､違法｣がまかり通る｡ここで

は､実質的な罰則がなければならないし､その罰

別の厳密な適用が不可欠である｡しかし､このこ

と自体､多 くの重大な限界を抱えている｡この度

の雪印食品の実態がこの限界を見事に反映してい

ると言わざるを得ない｡時間は掛かるが､多数の

経営者を ｢経営理念主導型｣にまで高めるという

啓蒙的な努力も同時並行的に進行 させるしかな

い｡｢法網 くぐり｣を阻止するための絶え間ない

法改正､罰則の厳密な適用､持続的な啓蒙努力､

いずれを欠いても事態は解決しないことを銘記す

べきである｡｢経営理念主導型｣が当然のことと

して､認知され､実現した場合､事態は一変する｡

本論文で､｢経営理念主導型｣に向けて､それを

象徴する数多くの事例を用意したのは､この理由

による｡大量失業時代を迎えた今日､｢法制化主

導型｣以前というのが常態であり､真の問題解決

には程遠い状況にあるが､｢経営理念主導型｣に

向けて弛まざる努力を重ねないならば､社会の崩

壊は必至であることを覚悟 しておく必要がある｡

図1で｢従業員｣は トライアングルの中央に位置

しており､左上に｢経営者の理念･価値観｣､右上に

｢国･行政の施策･法制化｣を位置づける｡｢工業員｣
の下部に位置し､｢経営者の理念･価値観｣:-_､｢国･

行政の施策･法制化｣に関係するのは｢紅実員処遇

等諸制度｣である｡また､｢経営者の理念川冊直観｣と

｢従業員処遇諸制度｣に関係し従業員とも密接であ

るものとして｢企業内労働組合｣がある ｢企業内労

働組合｣は｢経営者の理念･価値観｣と｢従業員処遇

等諸制度｣に対 して非常に高い影響力む持つ｡しか

し､近年企業内の組合組織率も低迷し､企業内労働

組合が存在している多くの企業におい こも組合員

の数が減少傾向にある｡この点を勘案すれば､｢従

業員｣と｢企業内労働組合｣の関係の意味づけは慎

重に行う必要があろう｡

図1｢企業の従業員を取り巻 く3つの要素の関係を理解するフレームワーク｣
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図2｢経営理念主導型｣と ｢従業員処遇等諸制度｣の関係図

1)｢経営理念主導型｣

｢経営者の理念･価値観｣は｢ファミリー･フレ.ン

ドリー諸制度｣のような先進性の強い｢従業員処遇

等諸制度｣の確立を主導する役割を演 じる｡また､

｢経営者の理念･価値観｣は｢従業員処遇等諸制度｣
に具現化されることにより､経営者個人の所有物

という性格から脱 し､企業の共有財産としての性

格を兼備することになり､これがさらに制度の一

層の体系化を促すことになる｡｢経営者の理念･価

値観｣が｢経営理念(企業理念 (注6))｣に昇華してい

くのはこの過程においてである｡｢経営者の理念･

価値観｣はしばしば創業者型の経営者によっても

たらされるが､｢経営理念｣は経営者個人を離れて､

共有財産としての性格を持つに至っており､経営

者の交代があっても､安易に放棄することはでき

ず､その企業に持続 して引き継がれることになる｡

社会の平均的な水準をはるかに上回る先進性を持

つ｢従業員処遇等諸制度｣はほとんど例外なく｢経

営者の理念･価値観｣によって主導されていると言

うことができ､これを｢経営理念主導型｣として位

置づける｡この｢経営理念主導型｣は米国において

もっとも典型的に見出される｡

(∋ ｢経営者の理念 ･価値観｣から ｢従業員処遇等

諸制度｣に向けての影響 :

この影響は経営者が自らの考えで､ある ｢従実

員処遇等諸制度｣を導入することを意味 している｡

この制度はその時点で法律による義務ではないも

のを示す｡

｢経営理念主導型｣の場合､｢従業員処遇等諸制度｣

-の影響はあくまでも①がメインであり､(∋のみ

で自己完結すると言ってよい｡①については､｢経

営者の理念･価値観｣と｢従業員｣､労働組合がある

なら､｢労働組合｣とのすり合わせを通して｢従業員

処遇等諸制度｣に具現化するのが一般的である｡時

に､以前には上意下達の形を採ることもあったが､

すり合わせがなされる方が従業員の協賛を得られ

やすく､企業と従業員にとってメリットの多いも

のとなるため､今日では､このやり方が定着してい

る｡その意味で､(丑は企業内での問題であり､内部

的には､自律性が維持されている｡それに対し､(参､

③､(彰､G)の関係はあくまでもサブであり､補足的

であると言うことができる｡

(∋ ｢従業員処遇等諸制度｣から ｢国 ･行政の施

策 ･法制化｣-の影響

｢経営者の理念･価値観｣に基づいて導入された

｢従業員処遇等諸制度｣が発端となって､その制度

の理念や効果を認めた他企業が同じような制度を

導入し始める｡制度が導入されない企業の従業員

やそれを取り巻 く人々の法制化への要望が高まる

中､国･行政が指導や法制化を試みることになる｡

③ ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣と ｢経営者の理

念 ･価値観｣の相互関係

国 ･行政が施策､法制化を図る場合､それ以前

の段階でその制度を導入 した際の ｢経営者の理

念 ･価値観｣の確認が問題 となり､そこでは､

｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢国 ･行政の施策 ･

法制化｣との間で相互に影響 し合う関係が成立す

る｡もとより､その場合､その法制化を実りある

ものにするためには､その起爆剤となった ｢経営

者の理念 ･価値観｣について､国､行政､ひいて

は､法制化の担当者が心底から理解 し､納得 し､

同意 した上で､｢立法の目的および精神｣と反映

させることが重要となる｡

④ ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣から ｢従業員処遇

等諸制度｣への影響
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前述の② とは矢印が逆方向で､当然のことなが

ら､その影響のあり方は異なる｡ここでは､｢従業員

処遇等諸制度｣は法律によって規制されることに

なるため､経営者の意向で廃止､修正することはで

きず､また､法律で規定された範囲､および､水準を

下回ることは許容されなくなる｡法制化は遵守す

べきミニマムを規定する形でなされることが一般

的であるため､｢経営理念主導型｣の｢従業員処遇等

諸制度｣がそれを下回ることはあまり見られない｡

しかし､その制度がカバーしている範囲を法制化

が超えることはしばしば起こりがちであり､その

場合は範囲自体を法律に適合させる必要が生 じる

のは当然のことである｡それまで｢経営者の理念･

価値観｣によって支えられてきた自律的制度は､こ

こではじめて､法律によって｢お墨付 き｣を得たこ

とになる｡｢従業員処遇等諸制度｣が先行 している

状況の下で､それに準拠 した形の法律ができるこ

とは十分にあり得ることである｡｢経営理念主導

型｣における ｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢国･

行政の施策 ･法制化｣の関係を考察するポイント

は､経営者が自らの理念 ･価値観に根差す ｢自律

的制度｣と､立法者の意思および立法の精神によ

る ｢他律的制度｣つまり ｢法定基準｣のどちらを､

優先するかという点にある｡

以下､｢育児介護休業法｣における ｢育児休業

期間｣を事例に､図3によって解説する｡ある企

業で ｢育児介護休業制度｣を法制化に先駆けて採

用 し､対象社員が休業できる最大期間を社内規定

で3年と決定 した｡これを ｢ケースA｣(図3参照)

と呼ぶ｡現行の育児休業法の規定による育児休業

期間は､対象となる子が ｢満1歳になるまで｣で

ある｡｢経営理念主導型｣においては､どちらの

基準を選ぶのかが問題となる｡この事例は ｢国 ･

行政の施策 ･法制化｣ と ｢従業員処遇等諸制度｣

の関係にあてはまる｡

この場合､多 くの経営者は自己の信念により導

入した育児休業制度の期間を存続させるという選

択をすることも可能である｡本論文で取 り上げた

米国2社の事例で考えてみれば､第1に､｢IBMの個

人の尊重｣や｢J&Jの社員-の責任｣を経営理念と

して設定 している経営者が､レベルの低い法律の

基準が制定されたからといって､自らの考えで､法

律上の基準に合わせてそれを低下させることはま

ずない｡それら経営者の理念は法律に縛られるこ

となく､何を良しとするかという価値観によって

判断されるからである｡第2に､自らの制度が3年

の基準である時に､法定基準がそれより低 く設定

されている場合､期間の長さという点で優れてい

れば､当然自分の制度を選択するであろう｡

また､次のようなケースも考えられる｡可能性

の高いものとして､法律の基準が自社の制度の基

準よりも遅れて設定された場合に､自社の制度基

準の方が低い ｢ケースB｣(図3参照)も想定でき

る｡しかし､これも､先ほどの例と基本的には同

じである｡経営者が本当に ｢個人の尊重｣､｢社員

への責任｣を真剣に考えているならば､法律で決

められた高基準の制度に切 り替え､遵守していく

はずである｡このことは ｢経営理念主導型｣では

むしろ当然のことで､法律の基準以上に自社の制

度基準を修正することが､彼らの理念に基づいた

行動を効果的にすることになるからである｡

⑤ ｢従業員処遇等諸制度｣から ｢経営者の理念 ･

価値観｣-の影響

(釘の範晴に属する影響は､2つの次元で把握で

きる｡再三言及していることであるが､｢経営者

の理念 ･価値観｣は､多 くの場合､｢従業員｣な

いし ｢労働組合｣とのすり合わせを通 して ｢従業

員処遇等諸制度｣に具現化されることになるため､

このすり合わせの段階で､｢従業員処遇等諸制度｣
から ｢経営者の理念 ･価値観｣-の影響は当然生

図3:育児休業の法定基準の例 (法定部分 ､点線-違法部分)

自社制度による

虫旧 ､丑 ト. ･__I I T 卜jA日ノし ′､日 1 ヽ

1年 2年 3年

自社制度による

育児休業期間 打率 示享ヰ-･ト.-.-I.-. ケースB

育児介護休業
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じていることになる｡(Dは上意下達の場合以外は､

相互的な影響関係を包摂していると考えてよい｡

本論文で取 り上げたIBM とJ&Jの事例におい

ては､経営者が従業員の士気を高めたり､能力を

向上させたり､多くのチャンスを与えるような制

度を導入したことにより､その結果として､これ

らの経営者は従業員､さらには､社会からの信頼

を得て､常に優秀な人材を確保できたという点で

ある｡また､大恐慌時においても大きなダメージ

を受けることなく成長 したIBMの事例 もある｡

これらの事例から､経営者が理念 ･価値観を持っ

て､｢従業員処遇等諸制度｣の中でも先進的な

｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣を導入する

ことで､従業員のモラールが向上し.､生産性が上

がるといったさまざまなメリットを企業にもたら

すことは明らかであり､これらの諸制度の採用は

その具体性の故に､労働者側の新 しい関心､要望

を引き出すことになり､これがさらに､｢経営者

の理念 ･価値観｣に影響を与え､制度のカバーす

る範囲をより広範､体系的なものにするという好

循環過程がしばしば見られている｡つまり､経営

者が高次の理念 ･価値観を持って､仕事と家庭の

両立を支援するような､従業員が働きやすいと考

える労働環境をもたらす制度を導入することは､

結果的に経営者に利益をもたらすことになるので

ある｡もとより､｢経営者の理念 ･価値観｣を具

現化 した制度､措置は､すでに法制化がなされて

いる場合､法定水準および範囲を上回る必要があ

ることは言うまでもない｡

｢経営理念主導型｣の場合､｢従業員処遇等諸

制度｣は法定基準と比べてより高水準の内容を持

つのが一般的である｡例えば､IBM を例にとると､

同社の ｢経営の信条｣の1つである ｢個人の尊重｣､

｢市場第-主義｣を重視する理念 ･価値観がきわ

めて具体的な形をとって現れている点である｡こ

れを図示すれば､下記の図4-1､図4-2のようにな

り､｢経営者の理念 ･価値観｣は､｢従業員処遇等

諸制度｣を通して従業員に理解されることになる｡

IBM､J&Jにおける経営者の信条はそれぞれ ｢個

人の尊重｣､｢社員への責任｣を掲げているが､こ

こで留意しておきたいのは､これは従業員への単

なる恩恵主義を意味しないという点である｡両社

がそれぞれ市場第一主義､消費者第-主義を唱え

ているのは､その実現のために ｢個人の尊重｣､

｢社員への責任｣が不可欠であることを ｢経営者

の理念 ･価値観｣に論理的かつ体系的に組み上げ

ている結果である｡従業員が働きやすい環境､労

働条件を整備することにより､結果的に､市場な

いし消費者に提供される製品､サービスの質を高

めることに繋がることを十分承知しており､これ

を理念 ･価値観に織 り込んで､その体系を組み上

げていることに留意する必要がある｡

｢従業員｣もこれらの制度が導入された際には､

その制度を利用 しようとする｡それが期待 したも

の以上であった場合には､新 しい提言も生まれよ

う｡｢従業員｣からの評価を得て､労使相互の信

頼関係が育まれて､｢経営者の理念 ･価値観｣を

従業員が体験 し､理念の意味を実感する｡しかし､

ここで ｢経営者の理念 ･価値観｣が従業員に受け

入れられるには一つの条件がある｡｢従業員｣が

｢従業員処遇等諸制度｣を利用 しようと組織の上

司や経営者に申し出た際､経営者や幹部がその申

し出､その利用を歓迎する意思と行動を明らかに

する必要がある｡この条件をクリアするためには､

常に経営者は自らの信念を表明し､また､従業員

に向けて､理念を理解し､納得し､共に実行する

図4-1 lBMの事例の検証

図4-2 J&Jの事例の検証

経営者の理念 .価値観

｢我が信条｣社員への責任

｢従業貞処遇等諸制度｣

･大恐慌時における雇用努力

･｢チコピービレッジ｣建設
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ことを訴求し続けることが必要となる｡経営者が

その理念を本気で推進していくという意思が ｢従

業員処遇等諸制度｣に代表される何らかの具体的

な措置を通して従業員に伝わる場合､従業員はそ

れを経営者のやる気の判断基準 とすることにな

る｡この ｢経営理念主導型｣における ｢経営者の

理念 ･価値観｣に根差 した制度は､その制度自体

が経営者の理念を具現化したものであり､当然､

｢自律的｣制度としての特性を持つ｡

次に図2の線a,bおよびCについてであるが､

この3つの関係は ｢企業内労働組合｣との関係を

表すものである｡

わが国においては､｢労働組合｣は企業ごとに

結成されることが多く ｢従業員処遇等諸制度｣の

改善や要望は ｢企業内労働組合 (以下､｢労働組

合｣と略称)｣を通 して､経営者との ｢すり合わ

せ｣をすることが多い｡この点を考慮 して､｢従

業員｣が直接関係するルー トとは別個に ｢労働組

合｣ルートを付加したものである｡

線a:｢従業員｣ と ｢労働組合｣の関係は､表

裏一体というべき関係である｡対象となる ｢従業

員｣の過半数が組合員であれば､その ｢労働組合｣

の同意により経営者との ｢労働協約｣や､いわゆ

る ｢労使協定｣などのように法的効力が発生する

からである｡しかし､昨今の ｢労働組合｣の組織

率低下や ｢労働組合｣-の加入率の減少などによ

って ｢労働組合の有名無実化｣ も深刻であ り､

｢従業員｣のすべてに関連 して ｢労働組合｣を直

結させることは出来ない現状である｡また､｢従

業員｣でも組合に加入 していない者がいる点､

｢従業員｣の過半数を超えない加入員 しか擁 しな

い ｢労働組合｣もあることを考慮 して､線aは点

線で表している｡

線b: ｢企業内労働組合｣と ｢従業員処遇等諸

制度｣を結ぶ線である｡この線が ｢労働組合｣の

｢従業員処遇等諸制度｣-の影響力をあらわす｡

｢労働組合｣が ｢従業員｣の労働条件に関する要

望や意向を ｢経営者｣に伝え､その条件の実現を

図るために､｢従業員処遇等諸制度｣を確認する

作業がこの線bである｡｢経営者｣が自らの理

念 ･価値観に根差 した ｢従業員処遇等諸制度｣の

導入について､その水準や使い勝手などの改善要

望等を ｢従業員｣が ｢労働組合｣に交渉を依頼す

るケースも想定されている｡また､もう1つの役

割として ｢経営者｣との交渉結果が出た時には､

このルー トを通 じても､｢従業員処遇等諸制度｣

の更新が行われる点も記述しておく｡

線C:｢企業内労働組合｣と ｢経営者の理念 ･

価値観｣を結ぶ線である｡｢労働組合｣が､｢従業

員｣の要望や ｢経営者｣の理念 ･価値観によって

導入された ｢従業員処遇等諸制度｣に対する ｢従

業員｣の改善要望等を､｢経営者｣に伝える役割

がある｡また､｢労働組合｣が ｢従業員｣の過半

数を代表する場合には ｢従業員処遇等諸制度｣の

全社的基準の改定､調整を行う交渉を担うことに

もなる｡また､この点から､その交渉の過程にお

いて ｢経営者｣が何故その ｢従業員処遇等諸制度｣

を行うのかという実施理由を直接聴 くことにな

る｡つまり､線Cにおける ｢労働組合｣は ｢経営

者｣の考えを確認する役割も担うことになろう｡

2)｢法制化主導型｣
｢経営者の理念 ･価値観｣の基準が一般的な社

会的水準､さらには､法令の基準を下回る場合､

制度構築の原動力となり得ず､他社の動向､自社

の経営業績､法令の基準によって規定される｡こ

のような場合が ｢法制化主導型｣である｡制度構

築の起点はしばしば ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣

に主導されるのが一般的で､｢経営者の理念 ･価

値観｣が目立たない存在であるとか､あるいは､

明確でない場合､組織メンバーの1人ひとりに伝

わらないのは当然のことであり､組織での共有は

困難である｡

｢法制化主導型｣と ｢ファミリー ･フレンドリ

ー諸制度｣構築の関係では､｢経営者の理念 ･価

値観｣の次元が低 く､｢経営理念主導型｣の動き

が緩慢であり､｢従業員処遇等諸制度｣の制度化

がほとんど見られない場合､また､そのまま企業

の手に委ね､放置すれば､企業で働 く従業員が悲

惨な状況に追い込まれることが歴然としている場

合､｢法制化主導型｣の出番があることは前述 し

た通 りである｡このことは ｢従業員処遇等諸制度｣

の具体事例である ｢ファミリー ･フレンドリー｣

概念を考えた場合特によくあてはまる｡特に､日

本の ｢ファミリー ･フレンドリー｣に関しては､

欧米に比較して明らかに遅れをとっており､この

範時に属しているといわざるを得ない｡その意味

で､その出番は常にあると言ってよい｡日本にお

いて､｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣構築

の理想型はやはり｢経営者主導型｣に求められる｡

一般的には､｢法制化主導型｣はセカンドベス ト



50 研究年報 第7号

図5 ｢法制化主導型｣と ｢従業員処遇等諸制度｣の構築

の地位に置かれることが望ましいとされており､

筆者もその立場をとっている｡しかし､ここで注

意しておきたいのは､この ｢経営理念主導型｣と

｢法制化主導型｣ という2つのタイプの ｢制度｣
形成過程に焦点を当てて考察することにより､通

例なら看過 してしまうさまざまな問題の解明に繋

がるという点である｡以下､｢法制化主導型｣に

焦点を合わせて､これらの問題を検証 していく｡

｢法制化主導型｣は理念レベルでの後発性が顕著

な国の場合､その有効性はきわめて大きい｡この

ことについて図2を土台として展開した図5に即

して解明する｡｢国 ･行政の施策 ･法制化｣は相

互に関係 しているが､他の2つの関係は実線と点

線に区別 している｡これは､発信側からの働きか

け (実線)はあるが､その受け手からの反応はな

いか､もしくは受け手の反応があったとしても発

信側がその情報を重要と看倣さないこと (点線)

を意味 している｡図5における矢印は図2と同様

にその影響の進み方をあらわす｡

① ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣から ｢従業員処遇

等諸制度｣へ

｢法制化主導型｣の場合､｢国 ･行政の施策 ･

法制化｣が起点となり､｢従業員処遇等諸制度｣

に向けて影響力が働 く｡そこでは､｢従業員処遇

等諸制度｣の内容は法制化によって､全面的に規

制されることになる｡｢法制化主導型｣の場合､

この関係は非常に簡明である (図6参照)｡そこ

では､｢経営者の理念 ･価値観｣はその最高水準

も法定基準以下に留まるのが一般的である｡先ほ

どの ｢育児介護休業法｣の例でいえば､育児休業

は ｢その子が満1歳に達するまで｣が最高水準で

あり､介護休業については ｢対象家族が要介護状

態になり､介護休業を始めてから3ケ月｣が最長

期間になる｡その理由は前項で述べた通 り､｢経

営者の理念 ･価値観｣よりも法令基準の方が高水

準にあり､その強制力を介して､法制化によって

定められた制度が導入されるからである｡

もちろん､｢法制化主導型｣の場合､国 ･行政

が労働者のニーズを体系的かつ的確に把握 し､適

切な施策､法制化を行うことをもって当然の前提

とする｡また､そこで提示される基準はミニマム

としての意味を持つことになろう｡ここで留意し

ておきたいのは､｢従業員処遇等諸制度｣が立ち

遅れたまま放置され､従業員側に大きなしわ寄せ

が生 じているというのは実情であり､そこでは､

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣が出動する場合､従

図6 ｢育児休業の法定基準の例

自社制度による育児休業期間が存在ない

自社制度による育児休業期間が1年以下

1年 2年 3年

法による期間

法の強制による

育児休業導入 巨 _ ::-:------=W二亘 ■｢法制化主導型｣では､1年以上になる
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業員にとっては福音とも呼び得る重大な効果をも

たらすことになろう｡

② ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣から ｢経営者の理

念 ･価値観｣-

｢法制化主導型｣の場合､その影響力は ｢国 ･

行政の施策 ･法制化｣から｢従業員処遇等諸制度｣

に向けてだけではなく､｢国 ･行政の施策 ･法制

化｣から ｢経営者の理念 ･価値観｣に向けても発

動されることになる｡ここでは､経営者の啓蒙､

啓発が半ば強制的に行われ､大きく進展すること

になる｡｢法制化主導型｣の場合､｢経営者の理

念 ･価値観｣は低い水準に放置されているのが通

例であり､これを契機として､｢経営者の理念 ･

価値観｣と ｢従業員｣ないし ｢労働組合｣とのす

り合わせが進行することもしばしばである｡

｢法制化主導型｣の場合､｢国 ･行政の施策 ･法制

化｣ と ｢経営者の理念 ･価値観｣の関係は､｢経

営理念主導型｣とは異なった関係が見られるので､

これを図7で解説しておく｡

③ ｢従業員処遇等諸制度｣から ｢経営者の理念 ･

価値観｣へ

｢経営者の理念 ･価値観｣へのもう一つの働 き

かけは ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣によって､大

幅な修正を迫られた ｢従業員処遇等諸制度｣その

図7｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢図 ･行政の施策 ･法制化｣の関係

A :ある制度について ｢経営者の理念 ･価値観｣が ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣による制度基準より高

い場合

｢経営理念主導型｣ :

外円 :経営者の理念 ･価値観の基準

B :｢経営者の理念 ･価値観｣が ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣による制度基準より低い場合

｢法制化主導型｣:

経営者の理念

価値観の基準

○

｢

>

⊂==

外円 :国 ･行政の施策 ･法制の基準

『ブ .:

経営者

の理念

価値槻

: _- '.

経営者

の理念

価値観

経営者の理念 ･価値観の基準 法律の強制力によって外円と内円が重なる

と法定基準が同一となる 外円 :国 ･行政の施策 ･法制の基準
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C:経営者が価値観を持たないため､法律の基準が適用される｡

≡≡≡≡コ

ものからのものである｡ここでは､｢経営者の理

念 ･価値観｣と ｢従業員｣ないし ｢労働組合｣と

のすり合わせが並行的に進行することになる｡図

7のABC3つの図を注意深 く考察することによっ

て､｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢国 ･行政の施

策 ･法制化｣の関係が新 しい側面から理解可能で

ある｡この関係において､｢国 ･行政の施策 ･法

制化｣の円の大きさは､法定基準を示 している｡

この円を基準とした時に､｢経営者の理念 ･価値

観｣による制度の水準が法定基準より高ければ､

円は ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣の円よりも大き

くなる (図7A)0

この場合､｢経営者の理念 ･価値観｣は､｢従業

員処遇等諸制度｣の基準について法律より厚遇す

ることに価値をおくことになる｡また､｢経営者

の理念 ･価値観｣による制度の水準が法定基準よ

り低 くければ､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣の円

よりも小さくなる (図7B)｡

しかし､この場合 ｢経営者の理念 ･価値観｣の

円は､法律の強制力により法定基準の円の大きさ

に広がることになり､法定基準まで強制的に高め

られるのである (図7B)｡ また､｢経営者の理

念 ･価値観｣がない､もしくは明確ではないとい

う場合には､そのまま法定基準の円をそれとする

ことになり､(図7C)この時にまさに問題が生じ

るのである｡

図7BとCの場合には､｢従業員処遇等諸制度｣

｢

円:法定基準

は ｢他律的制度｣として位置づけられ ｢経営者の

理念 ･価値観｣から発せられたものでないため多

くの場合 ｢経営者｣による制度の積極的運用は望

めない｡｢法律で決められているからやっておこ

う｣程度の対応となる｡最悪の場合､経営者によ

っては､違法行為とわかっていて実行 しないケー

ス､法定基準より低い基準のまま放置するケース､

それら制度を従業員に利用させない措置を講じる

ケース等が発生することとなる｡その場合､経営

者の姿勢はそのまま組織全体の士気に影響を与え

る｡｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣の導入

が進展 しない原因がまさにここにある｡｢経営者

の理念 ･価値観｣と ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣

との関係は､言い換えれば､｢個人的 ･自律的制

度｣ と ｢強制的 ･他律的制度｣の関係になる｡

｢個人的 ･自律的制度｣を支える ｢理念 ･価値観｣

が欠落している場合､｢強制的 ･他律的制度｣の

適用を受ける｡また ｢個人的 ･自律的制度｣の水

準が ｢強制的 ･他律的制度｣の水準より低い場合

にも､｢強制的 ･他律的制度｣が適用されること

になる｡このような関係が経営者の ｢従業員処遇

等諸制度｣-の対応に次のような影響を及ぼす｡

理解 しやすいように､図8にまとめた｡

国 ･行政の施策や制度は通常､法律を根拠とす

る｡つまり､国 ･行政の施策や制度は､その法律

の立法者の意思､理念によって制定されたもので､

経営者の視点からは､｢他律的規制｣そのもので

図8｢法制化主導型｣における ｢経営者の諸制度の運用への対応のモデル｣

｢国.行政の施策.法制化｣について経営者の考えが

起点

圃 勺でないLl 積極的に制度を進めない 卜｢ イWB̂mB翠 禁 苧I陣 .違法行為が発生 中 制度志 推進

l強制的他律的制度運用義務 するために法制化または
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ある｡｢法制化主導型｣の場合､国 ･行政の施策

や制度に対 して同意がなされず､｢法律だから仕

方なくやる｣的な対応がしばしば問題となる｡こ

れらの点を図示 したのが図8である｡

まず､経営者の ｢従業員処遇等諸制度｣-の対

応として ｢肯定的である｣場合､問題は生じない｡

しかし､｢肯定的でない｣場合､｢積極的に制度を

進めない｣- ｢個人的自律的な制度の運用は望め

ない｣という経過を辿るのが一般的である｡この

ような状況が放置される場合､制度や措置を積極

的に推進していこうとする国 ･行政の意向によっ

て､法制度の強化や改正が行われる｡これを受け

て､法制に基づ く具体的制度や概念が提示される｡

この制度や概念は法令と深い関連にあるため､

経営者に選択の余地のない｢強制的･他律的制度運

用義務｣つまり法的強制力を持つ｡｢制度を積極的

に進めたくない｣経営者と｢強制的他律的制度運用

義務｣の間で矛盾､葛藤が生じるのはまさにこの場

である｡当然のことながら､国･行政が要求する水

準と､経営者が求めている水準の落差が大きけれ

ば大きいほど､その葛藤は大きくなる｡通例は｢法

に従う｣ことになるが､しばしば｢法に従わない｣場

合も生 じ得る｡いずれにせよ､ここでの矛盾と葛藤

が収束しない限り､問題は解決しない｡｢法に従わ

ない｣選択の場合には明らかに｢違法｣であるため､

問題の構造自体は単純明快である｡しかし､｢法に

従う｣という選択の方が問題は複雑になる｡｢法に

従う｣場合､｢従業員処遇等諸制度｣は導入されるも

のの､経営者の積極的な支援がないためにその法

への理解度､納得度の程度によって｢従業員処遇等

諸制度｣の推進の度合いは違ったものとなりやす

い｡｢経営者｣の無理解により､｢従業員処遇等諸制

度｣は形骸化する｡｢従業員｣がその制度を利用する

時に､上司からの牽制や制限が行われる可能性も

高い｡法制化されたので仕方なく制度導入したた

めであり､その制度を積極的に支える｢経営者｣の

理念･価値観が低レベルであったり存在 しないか

らである｡

｢法制化主導型｣では ｢企業内労働組合｣の役

割は重要である｡特にこのケースでは､① ｢従業

員処遇等諸制度｣は法的強制力によって導入され

たか､②法的強制力があるにもかかわらず法定水

準に達しない制度であるか､(参法的強制力がある

にもかかわらず､導入されていない場合､などが

想定されるため､このケースの ｢経営者の理念 ･

価値観｣-の ｢企業内労働組合｣の役割は ｢経営

理念主導型｣のそれよりもより重要な役割を担う

ことになろう｡

線a:ここでの ｢企業内労働組合｣と ｢従業員｣

の関係は､基本的には ｢経営理念主導型｣と相違

点はほとんどない｡しかし､｢経営者の理念 ･価

値観｣｢従業員処遇等諸制度｣｢国 ･行政の施策 ･

法制化｣が､｢従業員｣に負の影響を及ぼしてい

る場合には異なる｡｢従業員｣の 1人ひとりが

｢労働組合｣の ｢組合員｣となり､団体交渉に及

ぶ可能性が高いことから､｢従業員｣と ｢労働組

合｣の関係が非常に密接な場合が想定される｡そ

の場合､線aは希薄な関係をあらわす ｢点線｣で

はなく､より密接な関係を表す ｢実線｣の方が状

態をよくあらわすこともあろう｡

線b: ｢企業内労働組合｣と ｢従業員処遇等諸

制度｣の関係は､｢経営者の理念 ･価値観｣を図

るバロメータ的な位置づけになる｡これは ｢従業

員｣ との関連でも同様で､｢経営者の理念 ･価値

観｣が形となって ｢従業貞処遇等諸制度｣となる

ことはすでに述べた｡この具体的制度が法定水準

を基準として､それよりも低い場合は､｢経営者｣
がその制度に関して否定的であったり､無関心で

あるという点を確認できる｡また､法律的に制度

化義務が課せられている制度であるのに､企業内

で制度化されていない場合には､｢経営者｣に対

して ｢経営者の理念 ･価値観｣の確認の役割を担

うことになる｡

線C:｢企業内労働組合｣と ｢経営者の理念 ･

価値観｣の関係は線bで表 した ｢経営者の理念 ･

価値観｣の確認と ｢従業員処遇等諸制度｣の水準

の改定と､法定義務制度の実施への交渉が中心に

なる｡｢法制化主導型｣における線Cは､｢従業員｣

からの苦情にも近い要望を､理解度の低い ｢経営

者｣に伝えることから始まるため､交渉の難航が

予想される｡また､｢労働組合｣の位置が､｢経営

者の理念 ･価値観｣と ｢従業員処遇等諸制度｣の

間にあり､｢従業員｣からの交渉を任されるので､

｢経営者｣と ｢従業員処遇等諸制度｣への監視機

能をも果すことになる｡｢従業員｣ 1人ひとりで

は､交渉の統率が取れないため､｢従業員処遇等

諸制度｣のメリットを享受できる者とできない者

で足並みがそろわず､｢経営者｣との十分な交渉

や効果を得ることは難 しい｡しかし､｢従業員｣

という個人単位から ｢労働組合｣という団体交渉
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によって一元的に折衝することが可能になるの

で､法的にも実効性の上でも ｢経営者｣と ｢従業

員処遇等諸制度｣の双方に非常に大きな影響力を

持つことになる｡この点は ｢経営理念主導型｣で

も同じことが言える｡｢経営理念主導型｣の場合

には､｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢従業員処遇

等諸制度｣が明確であり､法定基準も上回ってい

る場合を想定できる｡このことから､実際には

｢法制化主導型｣のような監視機能や一元的折衝

機能が ｢従業員処遇等諸制度｣について､(ベー

スアップ交渉等を除いて)最前面に押 し出される

ことは少ない｡

確認しておかねばならないのは､可能性として

｢企業内労働組合｣が主導する場合 (以下､｢労働

組合主導型｣と表記)もあり得るのではないかと

いう点である｡単体の企業の正社員を中心として

結成､活動をする ｢企業内労働組合｣であるが､

わが国の ｢労働組合組織率｣の現状を考慮すれば

稀なケースとなろう｡最盛期には50%を超えて

いた日本企業の ｢労働組合｣の推定組織率は､厚

生労働省 ｢労働組合基礎調査｣によれば平成 13

年現在20,7%にまで低下し過去最低水準である｡

｢従業員｣と ｢労働組合｣との関係が労働組合組

織率の低下という点から希薄になっている可能性

が高 く､また､加 入率の低迷は､｢従業員｣から

｢労働組合｣への信頼の低さを示すと言えよう｡

｢従業員｣の団体交渉方法としてもっとも身近な

存在であるはずの ｢労働組合｣が､｢従業員｣か

ら認められなくなってきている点は､わが国の

｢労働組合｣のあり方に新たな課題を投げかける

であろう｡これらの理由から､｢経営理念主導型｣､

｢法制化主導型｣と並列で ｢労働組合主導型｣を

考察に加えるには､現実性の観点から､その発生

可能性はきわめて低 く独立 した1つの ｢主導型｣

としての詳細な検討は行わないことにした｡

現在､日本企業の多くは､｢仕事と家庭の両立｣

を助ける諸制度の導入に少なからず疑問を持って

いると言えよう｡このような状況では､自発的導

入はおろか ｢国 ･行政の施策 ･法制化｣が強力に

行われたとしても､その進展は望めないであろう｡

この点については､新しい視点を加えて､さらに

詳しい考察を加えることにする｡これまで考察し

たように､｢法制化主導型｣は ｢国 ･行政の施

策 ･法制化｣を起点として､｢従業員処遇等諸制

度｣､｢経営者の理念 ･価値観｣に向けて同時､並

行的に大きな影響力を発動し､きわめて大きな効

果を引き出すことが多い｡しかし､｢経営理念主

導型｣に比較する場合､それが成功裏に進行する

には､その発動のタイミング､法制化の対象､内

容､範囲､さらには､施行の仕方などほぼ全面に

わたって周到､細心の配慮を必要とする｡

2.FWl｢企業による仕事 ･家庭両立プログラム

の発展段階 (企業による両立プログラムの展

開)｣フレームワーク

旧労働省報告書掲載の ｢企業による両立プログ

ラムの展開｣はFWI(FamiliesandWorklnstitute)

が1991年に発刊 した "TheCorporateReference

GuidetoWorkFamilyPrograms"がその原典であ

る｡原文では､"EvolutionofEmployerWork-

FamilyProgram"と名付けている｡旧労働省の報

告書では .｢企業｣ と訳 しているが､原文では

"Employer"､つまり ｢雇用者｣もしくは ｢使用者｣

を用いている｡これは企業全体というより､むし

ろ ｢経営者｣の意図もみえなくてはならないプロ

グラムと見ることもできる｡ わが国においては､

｢法制化主導型｣が､きわめて効果的に働 く点､

｢ファミリー ･フレンドリー｣という概念が旧労

働省によって､経営者個人と言うより､｢企業｣

に向けて提示されたことを勘案して､その内容を

よりわかりやす く理解できる表現を充て､｢企業

による両立プログラムの展開｣と訳されたであろ

うものを､｢企業による仕事 ･家庭両立プログラ

ムの発展段階 (以下 ｢仕事家庭両立プログラム｣

もしくは ｢両立プログラキ｣と略記)｣と表すこ

ととした｡｢両立プログラム｣は､｢ファミリー ･

フレンドリー諸制度 (仕事と家庭の両立支援制

皮)｣が一朝一夕に成り立つものではなくて､｢経

営者の理念 ･価値観｣に支えられながら､一歩､

一歩､築き上げていくものであること､それには､

まず段階的考察が必要であることを暗黙のうちに

提示している｡この ｢両立プログラム｣に依拠す

る場合､興味深い実態が浮かび上がって くる｡

｢従業員処遇等諸制度｣の確立の過程で､各段階

で､担当者問題に言及 しているが､そこでは､

｢熱心な担当者が自主的に対応策を講 じ始める段

階｣から､｢｢両立プログラム｣の実施責任の集中

化を図 り､経営者層にその責任を委ねる段階｣､

｢両立課題を企業の主要課題として､経営者層が

全力を挙げてこれに当たる段階｣といったように､

担当責任者の位置づけを段階に沿って考察 してい
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表1｢企 業 に よ る両 立 プ ロ グ ラ ム展 開 (企 業 に よ る仕 事 ･家 庭 両 立 プ ロ グ ラ ム の発 展 段 階)｣

第 1段階 第 2段階 第 3段階

対処療法的な対応を展開 統合的なアプローチを展開 企業文化を変える

コ 企 業 に よ る取 り組 み が 始 ま る 人 的資 源 の問題 と して仕 事 と家 企業競争力 の問題 と して仕事 と

ヽ が ､ 試 行 的 .実 験 的 で あ るo 庭 の両立 を とらえるo 家庭 の問題 を捉 えるo

ツ 以下 の仮 説 を覆 す o 育児だけでな く､介護､転勤な 仕事と家庭の両立は､男女の乎

ト 仕事と家庭の両立は企業の介入 どの問題 にも焦点があてられる 等や多様性といった問題と統合

メ すべき問題ではないo ようになるo されるo

ン 均等はすべての従業員に同じ支 ･フログフムと施策が拡大されるo ･ 両止をライフサイクルで捉えよ

ト 接策を行うことであるo つとする動 きが出るo｢仕事 .

両立支援は女性の問題である〇･ 育児支援 とは事業所内又はその近隣に育児施設を作ることであ 家庭｣から ｢仕事 .生活｣に概念が拡大するo企業は包括的に問題に関与するようになるo

る 両立支援策を進めることは､継続的で動態的な問題解決のプロセスとみなされるo

プ 問題 の所在 を認識す る○ 両 立 プ ロ グラムの実施 責 任 を集 両立 問題 を企業 の主要課題 とす

ロ ･ 熱心な担当者が両立問題に対 し 申 させ る○ る○

セ 企業として対応策をとることを 副社長､重役等の経営層にある ･ フレックスタイム制や休業制度

ス 仕事とし始めるo 個人又はグループがパー トタイ を実施することが中心となるo
担当者は､従業員の育児ニーズ ム又はフルタイムで両立問題を ･ より弾力的に職場を変更できる

が満たされないために時間の無 担当するo ようにすることにより､仕事に

駄や生産性の低下といった､対 両立に関するコーデ ィネーター 関する伝統的な考え方疑問視 さ

応策をとらないことによるコス の役職が設 け られ ることもあ れるようになるo

トが生 じることを他に納得させ るo 両立に関する管理職研修が行わ

る○ 企業 トノブの関与が始まるO jtたり､そうした研修が管坪職

･ 担当者は多くの可能な解決策の 両立問題への取 り組みは､優秀 の教育プログラムの主要な部分

有効性を立証するo な人材の採用や確保のための垂 になるo

･ 調査やフォーカスグループを通 要な手段として捉えられるo タスクフォースが結成された場

じて従業員のニーズを評価する 両立問題 を扱 う管理職研修が開 合､仕事 と生活の問題に焦点が

ためのタスクフォースが結成さ 始されることがあるo あてられるo

れた場合､その焦点は育児に充 タスクフォースが結成 された場

てられるO 合､仕事 と家庭 との両立の問題に主点があてられる○

対栄 個別な対応 統 合 された解決策 をとる○ 全体的で戦略的な解決策･ プログラムは一般的に乳幼児の 人事制度､勤務.;拙文 .休業制度､ 企業文化やそれが家庭や個人の

いる従業員の育児に焦点をあて 付加給付が家庭生活に与える影 生活に与える影響について十分

たものであるo 響が考慮されるo に考慮されるo

以下の分野において脈絡のない ･ 様 々な両立問題 に対応す るた 家庭章任に適応する施策をとる

解決策が取 られるo:育児支援､ め､種々の施策やプログラムが ことが､従業員のキャリア発展

フレックスタイム制､カフェテ 組み合わせられるようになるo に与える効果について考慮され

リアプラン1 一 方針は提起的に見直 され､改訂 るo

･ 採用された 1､2の解決策は他 されるo ･ 両立の問題は､企業の戟略的計

の人事施策に付加されたものと 両立問題は､進行中かつ動態的 画に関連付け られるようにな

みなされるo な問題とみなされるo るo

也域 情報交換 協力的であ るo 影響 的である○I.企業は互いに情報の交換を始め 地域 内の企業 と個 人が協力 し 一 企業はコミュニティにおける育

貢 るが､一般的に問題解決やプロ て､情報交換､問題解決合同の 児 .扶養家族の介護サービスの
グラムの展開は単独で行う○ 解決策展開に取 り組むo 質や量を改善するための支援や

企業 と個人は､コミュニテ ィに 資金提供を行う○

対 し資源 を分け合 うようにな 余業のプログラムは､従業員だ

るo けでなく､コミュニティにおい

｢Head srart｣ Zのような州､連 て十分にニーズの荊たされない

lカフェテリアで好 きな食べ物を選ぶような感覚で､自分にあった福利厚生のメニューを選択できる制度｡米国で初めて行わ

れた0

2貧抱家庭の幼少期の子供について､飢え､犯罪､病気などを未然に防 ぐことにより､その潜在能力を最大限に発揮 していけ

るよう支援を行 うプログラム｡連邦の資金により､公機関､NPO､学校が運営する｡
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ることは実に興味深い｡

これらを3つ目の分析フレームワークの｢必要

とする要因｣､｢可能とする要因｣､｢促進する要因｣､

｢阻止する要因｣に関連づけて考察する場合､｢ファ

ミリー･フレンドリー諸制度｣を確立､走着させる

ための企業の具体的対応を考察するのにきわめて

有効であり､企業が何をなすべきか､よりスムーズ

に進行させるためにはどのようにしたらよいの

か､何が欠けてはいけないのかといった問題を実

に網羅的かつ体系的に提示 してくれる｡このこと

は｢国･行政の施策･法制化｣の進行にもそのまま当

てはまるものである｡この分析フレームワークを

｢両立プログラム｣の発展段階ごとに分析すること

は､｢ファミリー･フレンドリー諸制度｣が具現化す

るプロセスについての理解に効果を発揮 しよう｡

本論文では､事例研究を通してこれらの分析フ

レームワークを意識的に適用してきたつもりであ

る｡今後の研究の中でも､この分析フレームワー

クは大々的に活用することを決めている｡今後､

さまざまな提言を行いたいと考えているが､この

分析フレームワークは提言に具体性を付与するの

に大いに貢献し得ると確信している｡

3.｢必要とする要因｣｢可能とする要因｣｢促進

する要因｣｢阻止する要因｣の ｢4つの要因｣
による分析

1)｢必要とする要因｣､｢可能とする要因｣､｢促進す

る要因｣､｢阻止する要因｣という｢4つの要因｣を用

いて｢ファミリー･フレンドリー｣概念､諸制度形成

のプロセスを分析する｡｢必要とする要因｣､｢可能

とする要因｣､｢促進する要因｣､｢阻止する要因｣の

｢4つの要因｣の1つ1つについては績々説明を要し

ないであろうが､この｢4つの要因｣間の関係につ

いては説明をしたい｡｢必要とする要因｣は､｢ファ

ミリー･フレンドリー諸制度｣が企業制度の一環と

しての｢従業員処遇等諸制度｣に具現化する時に発

生する､様々な事象や要素を分別 し､｢ファミリ

ー･フレンドリー諸制度｣について､どのような｢効

き方｣をしているかを把握できる｡｢必要とする要

因｣は､その要素､項目がなければ~何も始まらない｣､

文字通り｢必要不可欠｣な要因である｡｢可能とする

要因｣と｢阻止する要因｣は対置関係にある｡｢阻止

する要因｣が効いているがそれを克服する措置等

がとられる時には､｢可能とする要因｣として｢ファ

ミリー･フレンドリー諸制度｣の具象化に効果をも

たらす｡その逆も当然ありうる｡｢促進する要因｣は

主に外部環境の変化などによってもたらされる要

因などをそれに充てた｡例えば､｢景気が良い｣､｢外

国からの要請(外圧)｣などもこれに催 しよう｡外部

環境からの｢阻止する要因｣については､｢阻止する

要因｣として1つに集約している｡

2)FWIの ｢企業による仕事家庭両立プログラム

の発展段階｣の各段階ごとに､｢必要とする要因｣､

｢可能とする要因｣､｢促進する要因｣､｢阻止する

要因｣の分析を進めたい｡これら4つの要因を通

して分析を進めることにより､きわめて有効な結

果が得られる｡｢ファミリー ･フレンドリー諸制

度｣ないし ｢仕事 ･家庭両立支援｣制度は米国で

さえ､一朝一夕に形成されたものではなく､試行

錯誤の末に形成されたことを考慮する場合､これ

ら ｢4つの要因｣を通 しての分析が日本における

｢フアミリ∵ ･フレンドリー諸制度｣ないし ｢仕

事 ･家庭両立支援｣制度の形成 ･推進に重要な貢

献をすることは十分に証明可能である｡米国が

｢経営理念主導型｣に徹するのに対 し､日本の場

合､｢法制化主導型｣も加わるため､｢促進する要

因｣として重要な貢献が期待されよう｡

① ｢ファミリー ･フレンドリー｣概念 ･制度は

｢従業員｣にとって､理想型 とも言 うべ き概

念 ･制度である｡その意味では､｢必要とする

要因｣そのものと言える｡しかし､その実現は

経営者にとって相当のコス トを強いるものであ

り､このコス トをカバーする 『何か』がなけれ

ばならない｡この点に気づき､前向きにコス ト

を上回る 『何か』を引き出した企業のみがそれ

を実現 し得る｡｢優秀な人材の確保｣こそがそ

れである｡士気向上､欠勤率の減少､転職率の

減少 (注7)等々も挙げられよう｡この 『何か』
についての経営者の認知は ｢可能とする要因｣

になるはずである｡

② ｢ファミリー ･フレンドリー｣概念 ･制度は､

きわめて先進性の強い企業文化とも言うべきも

のである｡それだけに､それを ｢阻止する要因｣

もまた多数存在する｡不景気､業績不振､因襲､

古い考え方等々､これらを ｢阻止する要因｣と

してみる場合､短期間で解消するものと､長期

間で解消するものがあり､これらが変わった場

合､｢可能とする要因｣に転化する｡

③その形成は一朝一夕になるものではなく､杵余

曲折を通 して始めて実現するものである｡ここ

では､発展段階的考察が不可欠となる｡FWIの
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｢企業による仕事家庭両立プログラムの発展段

階｣の3段階的考察は､きわめて有効である｡

ここでは､誰が推進者となるのか､推進母体の

体系化から見るのが一番見えやすい｡これらは

｢可能とする要因｣であろうが､その充実度は

どう扱うか｡

④ ｢経営理念主導型｣の ｢ファミリー ･フレンド

リー｣概念 ･制度の定着はその粁余曲折を象徴

している｡これに対 して､｢法制化主導型｣で

は､｢可能とする要因｣､ないし｢促進する要因｣

としての特性を持つ｡日本の場合､この点も考

慮に入れる必要がある｡ここで用いる3段階的

考察は米国のそれであり､日本の場合､｢法制

化主導型｣が ｢促進する要因｣として機能する

ことは明らかであり､形だけでの定着は､きわ

めて早いと考えられる｡

｢必要とする要因｣

*企業の存続 ･発展にとって､優秀な人材の確保

は不可欠である｡

*｢ファミリー ･フレンドリー｣制度は F働 く人』

にとっての理想型である｡仕事 ･家庭両立制度

は 『働 く人』にとって理想的とも言える条件で

あり､優秀な人材が集まりやすい｡

*『働 く人』が主として男性であり､女性が専業

主婦であった段階と､男女ともに 『働 く人』で

ある段階は区別して考える必要があろう｡乳児

を抱える家庭､特に､女性の場合､育児支援の

問題は具体性を持つ｡就業形態の多様化もまた

｢ファミリー ･フレンドリー｣制度に大きく関

係する｡

*これを実現した企業こそ優秀な人材を確保でき

る｡

*優秀な人材の企業に対する利益貢献度は､きわ

めて大きい｡

*利益貢献度の大きさから､そのために必要とさ

れるコス トはカバーされる｡

* 労働市場が売 り手市場である場合､この必要

性はさらに強まる｡

｢可能とする要因｣
*経営者が制度の必要性を認知する｡

*企業全体が制度の必要性を認知する｡

*制度構築の主体的担当者がインフォーマルから

フォーマルに転化する｡

*労働者 (労働組合)が制度の必要性､効用を認

知する｡労働組合が取 り上げる場合､制度の体

系化は一気に加速する｡

*体制の整備状況 (問題の所在､内容のリサーチ､

担当者等々)

｢促進する要因｣

*制度が社会的に認知され､市民権を獲得する｡

制度を採用しないこと自体がアンチ社会的と看

倣される｡

*法制化主導が進行する (日本などの場合)｡

｢阻止する要因｣

*経営者の認知が得られない｡コス トが掛かるだ

けに､経営者のやる気を喪失させる｡納得が得

られにくい｡

*因襲とか古い考え方が支配的である場合｡ここ

では､さまざまな啓蒙が必要となる｡

まず､第1段階から考察を始める (表1参照)0

第1段階 :

第1段階では､｢仕事 ･家庭両立｣について理

解が欠けているだけでなく､誤解､さらには､間

違った理解がなされている｡これらはすべて ｢阻

止する要因｣として機能している｡例えば､

*仕事 ･家庭両立は企業の介入すべき問題ではな

い ｡

*均等とはすべての従業員に同じ支援策を行うこ

とである｡

*仕事 ･家庭両立は女性の問題である｡

*育児支援とは事業所内またはその近隣に託児施

設を作ることである｡

などがそれである｡

当然のことながら､｢ファミリー ･フレンドリ

ー｣制度ないし ｢仕事 ･家庭両立支援｣制度につ

いての ｢必要とする要因｣が提示される余地は､

きわめて乏しい｡第3段階では､

*企業の存続 ･発展にとって､優秀な人材の確保

は不可欠である｡

*｢ファミリー ･フレンドリー｣制度ないし ｢仕

事 ･家庭両立支援｣制度は 『働 く人』にとって

の理想型であり､それは長い目で見て､結果的

に企業にとっても大きな利益をもたらす｡

*これを実現した企業こそ優秀な人材を確保でき

る｡

*優秀な人材は企業に村する利益貢献度大であ

る｡

*利益貢献度の大きさから､そのために必要とさ

れるコス ト､さらには､それがない場合に生じ

るオポチュこティ･コス トもカバーされる｡
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*労働市場が売り手市場である場合､この必要性

はさらに強まる｡

等々が確認されるようになるが､第1段階では､

このような認識は皆無である｡この段階では､

｢必要とする要因｣として､乳幼児を持つ従業員

の育児問題が現実に対処すべき具体的問題として

認識されているに過ぎない｡しかし､これとても､

｢均等な従業員支援策に反する｣という考え方も

あり､また､この考え方は ｢阻止する要因｣とし

て機能することになる｡ここで､あえて､｢可能

とする要因｣を挙げるとすれば､企業による対応

が対症療法的になされ始めていることである｡当

然のことながら､その対応は個別的であり､試験

的､実験的なものに留まっている｡一部の目覚め

た担当者が両立問題に対 し企業として対応するこ

との必要性を認知している｡これも ｢可能とする

要因｣の重要な一つである｡また､調査､フォー

カス ･グループも発足することになるが､その場

合でも､関心は育児問題に向けられるに留まって

いる｡担当者は様々な ｢阻止する要因｣に直面し､

それを啓蒙していく必要がある｡ここで注意して

おきたいのは､｢従業員の育児ニーズが満たされ

ないために時間の無駄や生産性の低下といった､

対応策をとらないことによるコス トが生じること

を他に納得させることが必要となる｣ことが ｢阻

止する要因｣として機能すると同時に､これらの

説得が成功 した場合､｢可能とする要因｣に転化

することになる｡この点に､｢阻止する要因｣と

｢可能とする要因｣の関係が端的に見出される｡

この段階では､｢促進する要因｣はほとんど問題

にならない｡企業は互いに情報交換を行うことを

始めるが､問題解決やプログラムの展開は単独で

行うのが一般的である｡企業相互間の情報交換は

｢促進する要因｣の一つであるが､仕事 ･家庭両

立が企業間の共通認識となるためには､更なる展

開が必要となる｡

第2段階 :

第2段階では､｢必要 とする要因｣は単なる

｢育児支援｣から ｢介護｣､｢転勤｣問題-とさら

に拡大される｡｢育児支援｣という具体的な施策

を講 じているプロセスで､｢介護｣､｢転勤｣問題

が扱われるようになることは当然の成り行きであ

る｡そのうち､｢仕事 ･家庭両立支援｣そのもの

の必要性が認識され､優秀な人材の採用､確保の

ための重要な手段として認識されるようになる｡

前述 したように､｢必要とする要因｣の中核に優

秀な人材確保が登場することになる｡企業はこの

目的に向けて戦略的対応を行うことになる｡もち

ろん､このことは ｢仕事 ･家庭両立支援｣の必要

性が企業内で認知されるという｢可能とする要因｣

を大前提としている｡

第2段階では､第 1段階では見 られなかった

｢可能とする要因｣が一気に充実していることが

見られる｡｢仕事 ･家庭両立支援｣の必要性につ

いての企業の認識､そのための体制作 りが本格化

している｡ここでは､企業を挙げての戦略的対応

が問題となり､この体制の整備こそ､｢可能とす

る要因｣の基軸となっている｡｢企業による仕事

家庭両立プログラムの発展段階｣への企業 トップ

の関与､実施責任の集中化､経営者グループの専

任化､タスクフォースの結成､両立問題を扱う管

理者研修の実施､両立問題に対する施策､プログ

ラムの総合化､方針の定期的見直し･改定等々が

それである｡

さらに｢促進する要因｣として､地域内の企業､個

人が協力 して､情報交換､問題解決､合同の解決策

に取 り組み､それを共有することが挙げられる｡

この段階に入ると､｢阻止する要因｣は大幅に減

少する｡企業内外で両立問題についての誤解､偏

見が改められ､両立支援の必要性についての認識､

理解が一気に深まることになる｡

第3段階 :

第3段階では､｢必要とする要因｣が企業文化

の変革､そこでは､ライフサイクル ･アプローチ

(すべての従業員はそのライフサイクルのある時

点で､仕事と個人あるいは家庭の責任との間でコ

ンフリクトを経験する)を通 して､｢仕事 ･家庭｣

から ｢仕事 ･生活｣への概念を拡大し､企業競争

力の問題として位置づけるといった形で一段と進

化 している｡

この段階に入ると､｢可能とする要因｣も一層

深化することになる｡両立問題が企業としての主

要課題となり､仕事に関する伝統的な考え方が疑

問視され､そこでは､企業文化それ自体､および､

それが個人や家庭の生活に与える影響について十

分に考慮される｡両立に関する管理職研修は管理

職の教育プログラムの主要な部分として位置づけ

られることになる｡両立の問題は企業の戦略的問

題に関連づけられるようになり､全体的で戦略的

な問題解決が図られることになる｡
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この段階に入ると､｢促進する要因｣も一段と探

化 し､強い影響力を持つようになる｡企業はコミュ

ニティにおける育児､扶養サービスの質と量を改

善するための支援や資金提供を行い､企業のプロ

グラムは従業員だけでなく､コミュニティに対 し

ても提供されることになる｡ここまで来ると､これ

らのプログラムは企業独自の都合で取 りやめるこ

とを困難にし､企業内でのプログラムに対しても､

｢促進する要因｣として強く機能することになる｡

以上は表1に基づいて､そこでの主要な要因を

｢必要とする要因｣､｢可能とする要因｣､｢阻止す

る要因｣､｢促進する要因｣に分類し､分析を進め

たものであるが､そこでは､｢阻止する要因｣が

まず企業内で一つ一つ克服され､解消していく経

過がうかがえる｡ここでは ｢阻止する要因｣は

｢可能とする要因｣に着実に転化 していくことが

理解される｡この考え方が社会的にも認知され､

強い影響力を持つ過程で､それらは ｢促進する要

因｣として機能することになる｡これらのプログ

ラムは段階が進むに連れて､企業の競争力､さら

には､企業の存続､発展に関わる最重要課題とし

て位置づけられることになり､総合的､戦略的な

問題解決の対象となるに至っている｡これが企業

独自の力でなされてきたことは実に驚異的なこと

である｡これらのプログラムは先進的な企業の場

合､企業の全体戦略の最重要な一環として位置づ

けられるに至っており､当然のことながら､その

総合性､体系性､論理性には目を見張るものがあ

る｡ここで注目しておきたいのは､両立支援策を

進めることは継続的で､動態的な問題解決のプロ

セスであるということが強調されている点で､絶

え間ない積み上げ､試行錯誤､見直しの結果であ

ることを意味 しており､単なる思いつき､観念上

の産物ではなく､それだけに､総合的､体系的､

論理的という特性が確保されていることに留意し

ておきたい｡

筆者が表1に基づき､｢4つの要因｣に即 して､

米国企業における ｢仕事家庭両立プログラム｣の

進展状況を考察したのは､日本において､このプ

ログラムを順調に進行させるのに数多 くのヒント

が隠されていることに留意したためである｡｢阻

止する要因｣を ｢可能とする要因｣に転化させる

のに何が必要か､｢必要とする要因｣を確認する

ために､問題それ自体についての広範かつ深遠な

洞察が必要であること､米国企業の場合､企業自

体の真筆な努力を通 してその洞察を深め､確認 し

たのに対し､後進の日本の場合､｢法制化主導型｣
の弊害をも併せ持ちやす く､｢必要とする要因｣

は所与となりやすく､｢可能とする要因｣､｢促進

する要因｣も企業自体の努力よりも強制という形

に陥りやすい｡そこでは､形式が先行 し､理念､

情熱が盛 り込まれない傾向が強くなる｡これらの

問題について十分な反省を促すため､この ｢4つ
の要因｣を用いて分析を行った ｡

これら3つの分析フレームワークについての

｢ファミリー･フレンドリー諸制度｣の具現化を考

察する際のそれぞれの役割を下記にまとめると､

･分析フレームワーク(∋:｢経営理念主導型｣

と ｢法制化主導型｣

｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣が企業

制度の一環として具現化するための中心的役

割を担う､｢経営者の理念 ･価値観｣､｢従業

員処遇等諸制度｣､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣

の3つと､それに ｢企業内労働組合｣の役割

を付加した関係の確認を行う｡

･分析フレームワーク(∋:分析フレームワーク

(丑の各関係間において､｢企業における仕

事 ･家庭両立プログラム｣に沿って ｢ファミ

リー ･フレンドリー諸制度｣が､具体的に発

展段階を歩むことによって､具現化の進度､

予想される課題などを具体的に把握できる｡

つまり､具現化の方向性を示すものになる｡

･分析フレームワーク③ :｢4つの要因｣は､

フレームワーク(参で生 じる具現化に際しての

様々な事象を整理 し､｢ファミリー ･フレン

ドリー諸制度｣-の効果の把握とこれからの

対応をさらに確度の高いものとする｡

つまり､これら3つの分析フレームワークが有

機的に繋がり合い､lつの大きな分析フレームワ

ークとして機能するといえよう｡勿論､ここまで

述べてきたようにそれぞれの分析フレームワーク

は別個に機能することも十分可能である｡

Ⅳ.事例要旨

本論文では､第1章を ｢ファミリー .フレンド

リー｣概念および諸制度の概要説明に､第2章を

前述のフレームワークの提示に､第3章から第5

章までを事例研究にそれぞれ充てている｡第3章

では､日本の経営者や労働者の仕事 ･家庭両立の

現況や意識について考察を加えた上で､第4章で
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米国の ｢ファミリー ･フレンドリー｣企業の事例

研究を行っている｡第5章では日本の ｢ファミリ

ー ･フレンドリー｣的制度を持った企業の事例研

究を行った｡なお､本項では各章の要約を記述し

ていくが､第1章の ｢ファミリー ･フレンドリー｣

概念と諸制度､第2章の分析フレームワークにつ

いては､ここまでで説明を行ったので割愛し､第

3章から第5章までを要約し掲載する｡

第3章要旨

｢仕事の責任｣と ｢家事｣､｢育児｣､｢介護｣な

どの ｢家庭的責任｣について日本の労働者 (注8)

はどのような意識をもっているのか｡

｢総理府 (現 ･内閣府)｣､｢日本労働研究機構｣､

｢(財)こども未来財団｣､｢株主オンブズマン｣､

｢連合総合生活開発研究所｣､｢csG連合｣がそれ

ぞれに調査 し､一般に発表している調査結果の分

析を行った｡まず､平成4年に発表された内閣府

の ｢｢家庭生活｣と ｢職場｣における両性の平等

意識の調査｣では,｢家庭生活｣について男性の

42.9%が平等 と考えているが､女性のそれは

29.1%でしかない｡年代別には60代がもっとも

乗離 しており､次に50代が続 く｡最 も多かった

意見は男性が優遇されているというものである｡

｢職場の平等｣は両性ともに ｢男性の方が優遇さ

れている｣と認識している｡この結果から ｢家庭

生活｣において平等感のずれが両性にあることが

わかった｡次に ｢両性が平等になる為に最も重要

なことは何か｣を見てみると､女性 ･男性ともに

｢女性が自らの力を磨 くこと｣と ｢El本の社会に

古 くからある両性の差別意識を無 くしてい くこ

と｣を求めている｡また､｢これからの両性の望

ましい生き方とはどのような生き方か｣を聞いた

質問では､女性は ｢家庭生活に重心をお くか｣､

｢仕事と家庭を両立させるか｣という要望が強く､

特に ｢仕事と家庭の両立｣を希望する割合が高 く

なっている｡しかし､男性は女性の ｢仕事と家庭

の両立｣を望みながらも自らは ｢家庭的責任｣を

負うことは望んでいないという状況である｡ しか

し､平成12年の調査において､｢仕事と家庭の両

立における男性の生き方として望ましいか｣を聞

いた質問では､｢仕事と家庭の両立｣を支持 した

男性が43.3%､女性が53.2%である｡平成4年調

査で大きな乗離があった両性間の意識であるが､

現在ではかなりその状況は改善されたといえる｡

両性とも望ましい形として ｢仕事と家庭の両立｣

を考えている｡｢家庭的責任｣の分担に関してど

のように考えているかについては､｢家庭的責任｣

を ｢家事｣｢育児｣｢介護｣の3つに分けた場合､

両性 とも7割以上がその3つに関与すべきと考え

ている｡同項目について ｢家族の手で行いたい｣

と考えているのは､｢家事｣が両性とも80%以上､

｢育児｣と ｢介護｣については50%と30%程度に

なっている｡仕事と家庭の両立を目指す場合には､

この2つの責任を達成できる環境が必要である｡

両性が ｢仕事と家庭の両立｣をしたいと望んでい

るのが現状であり､｢両立｣が成立する条件とし

て両性が ｢仕事｣と ｢家庭｣の責任について ｢平

等｣であると認識し､理解 し､納得する形が必要

となる｡

この｢仕事｣及び｢家庭｣､｢家庭的責任｣と｢仕事上

の責任｣との関係を4つのパターンに整理する｡こ

のすべてにおいて平等である必要がある｡

(∋ ｢家庭｣において､｢家族的責任｣

両性が平等と認識する

② ｢職場｣において､｢家庭的責任｣

両性が平等と認識する

③ ｢家庭｣において､｢仕事上の責任｣

両性が平等と認識する

(彰 ｢職場｣において､｢仕事上の責任｣

両性が平等と認識する

この4つの関連をより把握 しやすいよ

すると以下のようになる｡

なお､表2において ｢認識｣ではな

について､

について､

について､

について､

うに図表化

く ｢意識｣
と表記しているのは､当事者がまず ｢平等であろ

う｣と考える必要があるという点を考慮 したもの

である｡

次に､｢｢仕事｣と ｢家庭｣の ｢両立｣について

の平等のあり方｣について把握するために作成し

表2 ｢仕事｣と ｢家庭｣の ｢両立｣の考え方 :両性

職場において 家庭において

仕事上の責任 意識される 意識される



神奈川大学審査学位論文の要約 ｢経営者の理念 ･価値観が企業制度に具現化するプロセスについて｣ 61

図9 ｢仕事｣と ｢家庭｣｢両立｣負担割合理解

A:仕事

の責任

C両立点

た図表を挙げる｡この ｢仕事と家庭の平等｣につ

いては､各々の家庭で､平等と思われる点をそれ

ぞれに決めるものであるから､この図を利用する

ことは平等点を当事者が理解するための手助けと

なるであろう｡

この図9はある人が仕事と家庭の両立を目指 し

た場合の､責任の負担割合を表すものである｡縦軸

がその人の｢対応能力の大きさ｣いわゆる｢器量｣､

A点が｢仕事の責任｣､B点が｢家庭の責任｣､C点は

両方の責任をちょうど半分ずつ(考え方として)負

担 した時に位置する点である｡｢仕事｣と｢家庭｣の

｢両立｣をはかることを目指 した時点における｢器

量｣が一定であるならば トレードオフが起きる｡最

もわかりやすい例を挙げれば､会社を早退して(仕

事上の責任の中断)熱を出した子供を保育園にむ

かえにいく(家庭責任の遂行)場合等である｡この

ように､職場と家庭が トレー ドオフ関係にある場

合には､その者の所属 している長､つまり企業であ

れば経営者などの理解がなければならない｡労働

者による｢家庭的責任｣の遂行は､｢家庭｣内におけ

る問題にはとどまらず､経営者が｢職場｣において

｢家庭｣の問題を考えていかなければ､良い状況を

作 り出すことは困難である｡

平成10年に ｢男女共同参画社会に関する有識

者のアンケー ト｣が当時の総理府によって行われ､

｢経営者｣は他の有識者 (注9)よりも ｢社会全体

の男性優位の問題｣としてより ｢家庭における問

題｣として捉えている傾向が強い｡また､｢仕事

と家庭の両立を支援する体制を整備する｣意識も

持っているが､｢国民の理解が深まるような教育

や意識啓発｣に務めることが重要と考えている｡

B:家庭

の責任

次に ｢家庭的責任｣と ｢仕事上の責任｣の ｢両

立｣に関する具体的質問として､｢家庭的責任に

対する社会の支援｣のあり方を見る｡｢企業経営

者｣以外の有識者は6割以上 (全体の平均は72%

前後)が家庭内の分担について､｢男女が共同し

て分担するのが良い｣と回答 しているが､｢経営

者｣は､50%程度にとどまっている｡また､｢主

として女性がもつのがよい｣と回答した ｢経営者｣
は40%で､全体の平均は19.5%でしかない｡

｢株主オンブズマン｣による2001年調査にお

いても､同様の傾向を見ることが出来る｡｢男女

雇用機会均等の推進にむけての行動規範｣をもっ

ている企業は48%で､｢実際に男女雇用機会均等

の推進のための検討を取締役会においてここ2年

間で行ったか｣ という質問では26%の企業のみ

が検討をしたことがあると答えている｡実際の推

進を担当する委員会等の設置は22.8%でしかな

い｡企業としての意思決定機関である取締役会の

場において ｢男女雇用機会均等法｣に定められて

いる法令や規則についての話 し合いが持たれた企

業がわずか26%である｡このことは､やはり前

述の調査を異なった視点から追証したと言える｡

｢仕事と家庭の両立｣を社会や企業において推進､

浸透させていくためには ｢経営者｣の考え方が最

も重要な要因の1つである｡

しかし､｢男女共同参画｣や ｢男女雇用機会均

等｣の理解がなくては ｢仕事と家庭の両立｣が成

り立たない｡また ｢仕事と家庭の両立｣が基本概

念となる ｢ファミリーフレンドリー制度｣等の浸

透は困難である｡現在の経営者は､いうなれば

｢総論賛成各論反対｣の立場であり､具体的法律
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や制度が､行政や法令によって定められたとして

も実効性は低い｡ しか し､｢ファミリー ･フレン

ドリー｣概念や制度を理解 し､納得 した経営者で

あれば法律や行政などの指針がなくてもそのよう

な制度を推進する｡そのために､米国事例を検討

することが必要になる｡米国において ｢ファミリ

ー ･フレンドリー｣企業｣といわれ､日本におい

ても､その企業が成長 しているとすれば､日本に

おいてもこの考え方が浸透する可能性が高い｡

第4章要旨

第4章における ｢経営理念主導型｣の共通項

1.IBM とJ&Jの ｢ファミリー ･フレンドリー諸

制度｣を支える考え方の共通点について

IBMとJ&Jでは､創業者や経営者の考え方が､

｢経営理念｣になっている｡それぞれの経営理念

には共通 して､｢従業員｣-の責任が詣われてお

り､｢従業員処遇等諸制度｣を支える根拠と考え

られる｡この経営理念を率先垂範する経営者の姿

を両社において具体的な形として見ることができ

る｡IBMの大恐慌時の対応､J&Jの本社所在地

の ドーナツ化現象や毒物混入事件の時にも､経営

トップが｢理念･価値観｣に照らして行動 している｡

米国において ｢ファミリー ･フレンドリー｣企

業として評価 されている2社の事例研究を行った

結果､以下の点で両社の ｢経営理念｣ レベルでの

共通点が見える｡まず､創業者の経験や考えを源

として､創業者本人若 しくは2代 目以降の経営責

任者が ｢経営理念｣ を制定 している｡つ まり､

｢経営者の理念 ･価値観｣が従業員の守るべ き

｢経営理念｣ となって制定 されているのである｡

両社の ｢経営理念｣の共通点として､消費者､顧

客への最善のサービスなどのいうなれば ｢顧客第

-｣と ｢社員に村する責任｣がある｡つまり､そ

れぞれの ｢顧客第-｣の理念 とIBMの ｢個人の

尊重｣およびJ&Jの ｢社員-の責任｣が､共に

有機的に ｢ファミリー ･フレンドリー｣諸制度に

結びついている｡この点を､図解する (図 10お

よび図11abc参照)02社の事例を見ると､両社 と

も市場-の適応や利益の獲得について非常に敏感

である｡詳細は後述するが､IBMは1929年大恐

慌時の対応や､セールスマ ンを対象 に設けた

｢100%クラブ｣などが挙げられる｡J&Jについ

ては､｢タイレノール事件｣-の対応がある｡J&

Jの例では一見すると､製品回収は損につながる

ように思える｡

しか し､J&Jの当時のCEOバーグ氏の取った

さまざまな対応は､その一つひとつが消費者の視

点や立場に立った措置であった｡事件発生直後､

原因不明にもかかわらず､人命を最優先する措置

を取った｡その際には､J&Jの従業員が回収に

積極的な役割を担った｡また､事件-の対応状況

を包み隠さず消費者へ伝える努力をしたことによ

って､同社-の評価が高まった｡

また､両社の ｢経営理念｣の項目に､序列がつ

けられている点も注意 しておきたい｡これら両社

の ｢経営理念｣は､創業経営者の経験の蒸留とも

言えるものであ り､｢経営者の理念 ･価値観｣が

｢経営理念｣ となって組織の意思決定基準 となっ

たと考えられる｡

つまり､一貫 した論理性のある有機的な ｢生き

た経営理念｣ と言えるのである｡図10および図

11abcに提示 した (図の ｢FF｣は ｢ファミリー ･

フレンドリー｣の略称)｡

IBMとJ&Jの ｢経営理念｣には､｢市場 (ニー

ズ)｣への適応 という視点から ｢従業員処遇諸制

度｣を通 した､共通の一貫 した論理性を見出すこ

図10 1BM社 とJ&J社における ｢経営理念｣と ｢ファミリー ･フレン ドリー｣制度の共通点

｢経営理念｣

市場 ⅠBM｢お客様-の最 J&J｢顧客への責任｣l｢社員への責任 -最優先順位=第2番目

∴｢FF｣ (社員)白後 約 善のサービス｣

｢個人尊重｣

する ｢経
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図11a lBM社 とJ&J社における ｢経営理念｣と ｢ファミリー ･フレン ドリー｣制度の共通点

lBMのケース (図11b)

前提 :｢企業は市場において､営利を追求する団体である｡｣
｢利益を得たい｣①

顧客ニーズに応える努力 - ｢お客様への最善のサービス｣(a

高い顧客満足度の獲得のために ③

優秀な従業員の確保が必要 ④

利益に貢献できる能力の獲得 - ｢個人の尊重｣(9

能力を発揮できる環境の用意 -経営者 ⑥

能力を獲得できる機会の用意 -経営者

絶え間ない自己研鐸 ･能力向上 -従業員

従業員が能力を発揮 ⑦

顧客満足の獲得 (利益実現) - ｢完全性 ･卓越性追及｣(むへ (循環)

(○数字は､図 1laの箱の数字に対応している｡)

｣&｣のケース (図11C)

前提 :｢企業は市場において､営利を追求する団体である｡｣
｢利益を得たい｣

顧客ニーズに応える努力 - ｢顧客への責任｣
高い顧客満足度の獲得のために - ｢顧客への責任｣

優秀な従業員の確保が必要 - ｢社員-の責任｣

利益に貢献できる能力の獲得

能力を発揮できる環境の用意 -経営者

能力を獲得できる機会の用意 -経営者

絶え間ない自己研鋳 ･能力向上 -従業員

従業員が能力を発揮

顧客満足の獲得

｢利益実現｣- ｢我が信条｣4つの責任の達成

①

②

③

④

①

⑥

⑦

㊨- (循環)

とができる｡この一貫 した論理性が ｢経営理念｣ IBMの ｢経営理念｣が､現実の企業経営に目に

に組み込 まれ､実践 を根気 よく継続することで 見える形で従業員に定着するプロセスをこの事例

｢利益｣ と ｢ファミリー ･フレン ドリー｣諸制度 で確認できる｡

はお互いに補完 し合うのである｡ IBMでは､｢個人の尊重｣ をベースとして､従

2.IBM 業員が能力を十分に出し得るような諸制度等や真
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剣に意見交換できる ｢オープンな企業風土｣を持

った環境の整備に注力した｡経営理念である ｢個

人の尊重｣から ｢社員の十分な能力の発揮｣を可

能にするような諸制度が重要であると考え､その

環境を充実させていると言えよう｡

ワトソン･ジュニアは､経営理念について ｢父

のワトソン ･シニアの人格の反映である｣(注10)

と言った｡それは､まさしくワトソン･シニアの

経験の蒸留を通して､構築された信念そのもので

あると言える｡ワトソン ･ジュニアは､ワ トソ

ン･シニアについて ｢近代工業国では不運な人達

というのは､しばしば自分達ではどうにもならな

い力の犠牲となった人達である｣といい､このよ

うな人達への態度として､｢人々の先頭に立つよ

うになると普通の人には独特の尊敬 と理解を示

し､またその人の問題に同情を抱｣ く､そのよう

な人であったといっている｡

IBMは､｢創業者の理念 ･価値観｣から生まれ

た ｢個人の尊重｣｢顧客への最善のサービス｣｢完

全性の追求｣からなる ｢IBM経営信条｣を持って

いることがわかった｡特に､｢顧客-の最善のサ

ービス｣｢個人の尊重｣が ｢ファミリー ･フレン

ドリー｣に関する諸制度に深く関連していること

も明らかにできたと考える｡つまり､｢顧客第-｣

を考えることから､顧客のニーズへの的確な対応

があり､ニーズに速やかに応える優秀な従業員の

確保が命題になる｡そのためには ｢個人の尊重｣
を起源とする従業員が高い能力を発揮できる環境

を､用意する義務がある｡この考え方が根底にあ

って ｢ファミリー ･フレンドリー｣ と言われる

｢育児休業制度｣や ｢e-work｣と言われる具体

的諸制度が生まれてきた｡働きやすい環境は従業

員の能力を十分に発揮 させるための仕組みであ

り､法律によって導入された制度とは質的に異な

ると考えられよう｡ワトソン･シニアが ｢経営理

念｣の3項目を1つに有機的に結びつけ､利益獲

得を実現 した具体例 (往 11) も多 くある｡｢顧客へ

の最善のサービス｣は､｢完全性 ･卓越性の追及｣

という形で質の高い仕事の実現を目指す｡2つの

｢経営理念｣の項目を遂行するには､それを達成

できる優秀な人材が必要になり､人材育成に注力

することになる｡このように ｢経営理念｣が有機

的に連環 し機能 している (注12)｡｢経営理念｣を

構成する1つ1つの項目は､創業者や経営者の経

験等により形作られたものであり､｢経営者の理

念 ･価値観｣そのものなのである｡

IBMの事例を､｢阻止する要因｣｢促進する要因｣

｢可能とする要因｣｢必要とする要因｣の4つの要

因で分析すると ｢必要とする要因｣の ｢理念3つ

の要素が有機的に結合している｣点が､その核と

なる｡｢必要とする要因｣である ｢ワトソンの社

長就任｣は､IBMにとって重大な出来事であった｡

しかし､｢阻止する要因｣の ｢短期利益を望む経

営陣｣は､｢長期的利益を望むワトソン｣と対峠

する｡また､｢阻止する要因｣として､世界恐慌

などの逆風を受ける｡それを乗 り越えるために､

1930年の世界恐慌で､ワトソンは製品在庫を増

やし､工場などを買収､また従業員の雇用を原則

保証 して､教育研修を施し ｢顧客サービスカ｣を

高めた｡顧客満足を得ることによって ｢可能とす

る要因｣に転換したのである｡

また､彼はパターソン (注13)の ｢従業員処遇等

諸制度｣をイミテ- トする｡パターソンの諸制度

の存在は ｢促進する要因｣と言えよう｡だが､実

行するコス トが嵩む点は ｢阻止する要因｣である｡

ワトソン･シニアは､オリジナルをそのまま模倣

せず､低コス トでも効果の見込める代替制度を考

え､確実に実施 した｡それは ｢可能とする要因｣

となって､｢阻止する要因｣を乗 り越えている｡

また､外的環境として ｢推進する要因｣も見てお

きたい｡

｢ニューディール政策｣による計算機需要の増加

がまず挙げられる｡これを発端として計算機の高

度化が始まりコンピューターの誕生となる｡世界

的なコンピューター化の流れをつくり､IBMの事

業発展に利益面から貢献 したと言えよう (勿論､

｢可能とする要因｣において､ワトソン ･シニア

が相応の対策をとっていたからこそ可能であった

面はある)｡｢ニューディール政策｣による計算機

需要がなければ成長はないものと考えれば ｢促進

する要因｣として挙げておかねばならない｡

IBMの事例において､前述の ｢ファミリー ･フ

レンドリー｣発展段階の分析のように､｢阻止す

る要因｣を経営者の考えや行動で ｢可能とする要

因｣とする共通点を見出すことができる｡その転

換を可能にした礎には､ワ トソン ･シニアの理

念 ･価値観があり､その理念 ･価値観を構成する

要素が有機的に結合 している｡これは､｢ファミ

リー ･フレンドリー｣発展段階の分析において指

摘 した､上位段階-の進展につれて､｢阻止する
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要因｣が減少 し､｢可能とする要因｣が増加する

点において､経営者の関与が高 くなること､専任

担当者が任命されることなどと同様の事象が見 ら

れると考えられる｡

3.ジョンソン ･アンド･ジョンソン

ジョンソン ･アンド･ジョンソン (以下､J&J)

においてもIBM 同様 に ｢理念｣の連環が見 られ

た｡有機的に機能する理念の項目 (責任)の1つ

1つは､経営者の信条そのものである｡J&Jの事

例を ｢4つの要因｣によって考察をすると､同社

の ｢我が信条｣は ｢阻止する要因｣によって､そ

の存在意義や実効性を幾度 も試されている｡特に

｢タイレノール事件｣ を通 した首脳陣の苦渋の積

み重ねは､経営者の理念 ･価値観が具現化 し定着

するプロセスの検討に十分値するものである｡自

社製品を使用 した死亡者を7名 も出 したことは､

(自社の責任ではないとしても)J&Jに致命傷を

与えかねない ｢阻止する要因｣ と言える｡また､

この死亡者発生による製品の回収は､市場に商品

が流通 していないということでもある｡コス トの

かかる ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣を行

うことはもとより､企業の存続すらできなくなる｡

しかし､企業としての基本的活動を一時中断 した

背景には､｢可能とする要因｣ としての一貫 した

経営陣の考えと行動があり､その裏打ちとしての

｢JJZ､要とする要因｣である ｢我が信条｣の有機的

結合があった｡同時に ｢促進する要因｣ として

｢タイレノール事件｣でのJ&Jの対応が､マスコ

ミを通 じて米国民に伝えられ､社会はJ&Jの製

品自主回収行為を好意的に評価 し､｢阻止する要

因｣を乗 り越えるための強力な ｢追い風｣の役割

を担ったのである｡

1910年代 においては ｢チコピー ･ビレッジ｣

の建設が､J&Jにおける ｢経営者の理念｣､特に

｢社員-の責任｣の具現化の起源 と考えられる｡

この施設が従業員に高 く評価されたことは､従業

員が ｢経営者の理念｣を理解 し評価 したと理解で

きよう｡｢可能とする要因｣である ｢チコピー ･

ビレッジ｣が､J&Jで機能 した重要な理由であ

ったと考える｡この点が機能 したことについては､

社会的な流れによる追い風 もあった｡いわゆる

｢ウェルフェア ･キャピタリズム｣隆盛期であり､

企業が競って福利厚生制度を充実させていった頃

である｡この点を考えれば ｢ウェルフェア ･キヤ

ピタリズム｣は ｢促進する要因｣として働いてお

り､それら諸制度に対する従業員の評価が自ずと

厳 しくなる環境において､高い評価を得たことに

なろう｡

｢4つの要因｣ と絡み合って ｢ファミリー ･フ

レンドリー｣的な諸制度や考え方がすんなりと成

立 していったものではない｡そこでは経営者の試

行錯誤､従業員と経営者のす り合わせなどが行わ

れ､また､外部環境の変化によって抗 し難いほど

の ｢阻止する要因｣が発生することもあった｡そ

のような ｢阻止する要因｣さえも ｢可能とする要

因｣にするようなアイディアを思いつき､プラス

にしてしまう情熱と行動をそのプロセスに見るこ

とができる｡｢経営者の理念｣を発露として具現

化された諸制度は､｢阻止する要因｣に阻まれな

がらも､経営者の試行錯誤による代案や従業員の

支持によって､｢可能とする要因｣ を生み､時に

は ｢促進する要因｣が手伝って､｢阻止する要因｣

を克服 してい くと考えられる｡｢ファミリー ･フ

レンドリー｣ と言われる2つの米国企業は､｢経

営者の理念｣を具現化 した諸制度が､成功 と失敗

を繰 り返 しながら徐々に定着 し､その諸制度の変

容を通 して､従業員は ｢経営者の理念 ･価値観｣

を肌に感 じて理解 していったと考えられる｡

第5章要旨

この章では､第2章で提示 した分析フレークワ

ークが明治期から現代 までの時代の流れに通 し

て､日本企業に対 して十分に機能し得ることを事

例研究によって検証することを試みている｡この

考察を行なうことで､日本においても ｢経営理念

主導型｣の ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣

が構築され､定着 し得る可能性を十分に明らかに

できたと考えている｡ここでは､その創業を明治

時代まで遡 り得る資生堂､鐘紡 (武藤山治に焦点

を合わせて)､および､第2次世界大戦後に創業

のベネッセコーポレーションを事例研究の対象と

して取 り上げている｡資生堂は創業者およびその

一族を軸として､明治期より現在まで引き続き明

確な企業理念を提示 し続け､恒常的に従業員に向

けての手厚い処遇制度を確立 し､実行 してきた企

業として､また､鐘紡は創業者ではない-経営者

(武藤山治)によって､明治期に既に他社に先駆

けて従業員に手厚い処遇制度を確立 ･実行 した企

業として事例研究の対象に取 り上げている｡ベネ

ッセコーポレーションは第2次大戦後の創業なが
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図12 ｢三位一体フレームワーク :ベネッセコーポレーションの事例への適用｣

｢経営者の理念 ･価値観｣

｢Benesse｣-よく生きる

｢国･行政の施策､法制化｣
育児介護休業法

育児3年への改正 の動き
育児期間短縮時間勤務等

ベネッセ社員

｢従業員処遇等諸制度｣
スーパーフレックスタイム

事業内託児所

再雇用制度

1年間の介護休業

3年間の育児休業等

ら､従業員に対する､極めて先進的な処遇制度を

確立 している企業の事例 として考察の対象に選ん

でいる｡この3社はそれぞれの時代的背景を考慮

しても､その時代の通例の ｢従業員処遇等諸制度｣

の水準に比較 して､極めて高い水準で実行､運用

している企業であ り､その諸制度が名実 ともに

｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣ と呼び得る

かどうかは別として､その当時の基準に照らして

極めて高い水準の ｢従業員とその家族を対象とし

た社内諸制度を実施 していた企業｣と言うことは

十分に可能である｡

以上の事例はいずれも日本企業の ｢経営理念主

導型｣に属する事例であるが､ここに一つの質の

異なる事例を紹介しておきたい｡その事例は日本

でも極めて早い時期にスター トし､成功裏に定着

した､教職員についての ｢産休制度｣､｢宿日直制

度撤廃｣等々の ｢教職員処遇制度｣である｡この

諸制度は日本企業における ｢法制化主導型｣の展

開に先鞭をつけ､強い影響を与えた事例としての

意味を持つ｡なお､本文中の人物の敬称について

は原則として省略する｡

I.ベネッセコーポレーション

分析フレームワークを通 してベネッセコーポレ

ーションを考察する (図12参照)0｢従業員処遇

等諸制度｣の制度化の起点は ｢経営者の理念 ･価

値観｣であり､｢経営理念主導型｣の範時に属 し

ていると言うことができる｡ベネッセコーポレー

ションの ｢従業員処遇等諸制度｣は､｢経営者の

理念｣を起点とした ｢社員に対する企業行動宣言｣
にあると受け止めることができる｡つまり､個人

は自律 し担うべき責任を果たすことを求められる

代わりに､能力開発や昇進の機会も平等に与えら

れるのである｡この点に関して､同社の人材組織

部の高野智子によれば､｢社員の間では厳 しい人

事制度だという声も多い｣が､年功序列から実力

主義という企業の人事制度改革の中では､｢その

方がむしろ公平であるという見方が広まりつつあ

る｣とのことである｡

ベネッセコーポレーションの ｢従業員処遇等諸

制度｣は ｢経営理念主導型｣の範噂にあり､従業

員に極めて手厚い制度となっており､従業員が働

き易い条件を高い水準で確保 している｡ここで､

ベネッセコーポレーションの ｢従業員処遇等諸制

度｣を通 して､｢国 ･行政の施策 ･法制化｣の関

係について考察してみよう｡

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣は今回の法改正で

は見送られたものの､育児休業が3才まで取得で

きることを目指 していることは明らかである｡こ

こで注目すべきは､この法制化と高い法定基準へ

の改正がベネッセコーポレーションなど先駆企業

の高い基準に向けてなされる傾向が強いというこ

とである｡しかし､ここで注意 しておきたいのは､

｢法制化主導｣で3年間休業期間が設定されたと

しても､実質的かつ積極的にこれを遵守し､実行

する企業がどれほどあるかは疑わしい｡

この点を｢必要とする要因｣､｢可能とする要因｣､

｢促進する要因｣､｢阻止する要因｣ という観点か

ら考察すると､極めて興味深い結論が得 られる｡

ベネッセコーポレーションの場合､育児に関する

3年間休業期間は既に ｢必要とする要因｣ として

認識済みであること､この点は ｢可能とする要因｣
としても極めて重要な意味を持つこと､それに加

えて､3歳までの子供を預かる託児所の存在､ス

ーパーフレックスタイムの存在も3年間休業期間
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の必要性を認識 した上で実施されていることに留

意されたい｡その意味では､ベネッセコーポレー

ションにおいては､3年間休業制度に対する受け

入れ体制は既に整備済みであり､この制度が極め

てスムースに定着することは明らかであり､ここ

に ｢経営理念主導｣の強みがあると言ってよいで

あろう｡この制度の法制化はベネッセコーポレー

ションにとっては､｢促進する要因｣ として機能

するに留まり､かつ､これを ｢阻止する要因｣は

ほとんど見当たらないと言ってよい｡

反面､通例の企業にとって､3年間休業期間は

｢,JZ､要とする要因｣としては成立 し得るとしても､

唐突 と言えるほど､あまりにも高水準にあ り､

｢可能とする要因｣よりも ｢阻止する要因｣とし

て機能する要因が多 く見出される｡このことは

｢経営理念主導型｣に比較 して ｢法制化主導型｣

が持つ弱点であり､いやいやながら､やむを得ず

それに従うという形に陥り､その実効が得られに

くいという難点がある｡

2.資生堂

資生堂の現行の ｢従業員処遇等諸制度｣ は

1987年からスター トした ｢経営改革｣の一環 と

して制度化 された｡ 1987年､義春が社長に就任

し､その時点で経営理念の再構築がなされ､現在

の資生堂の経営理念として継承されている｡この

経営理念により支えられた制度は､｢資生堂｣で

も育児 ･介護休業の期間や､それら休業期間にお

ける手当の支払いなど法定基準以上の水準であっ

た｡また､法律には定められてない育児休業期間

の諸手当などの支払いもあった｡｢国 ･行政の施

策 ･法制化｣の点についても､これら高水準の諸

制度が法改正や新法制定に多 くの影響を与えてい

る｡義春は自著の中で次のように記述 している｡

｢先人の作 り上げた企業風土の上に､さらに私

は社員一人ひとりの人間としての成長を願い､多

様な働 き方と様々な価値観を総和することによっ

て会社が豊かになることを理想とした｡それには

社員がそれぞれの職場で自己実現することも含ま

れなければならない｡(注14)｣
このような価値観の下で諸制度は支えられてい

ると考えてよいであろう｡また男女共同参画審議

会での発言や議論を､立法者が心から真聾に受け

止めその重要さや､価値観､理念を理解 し､納得

し､同意 し立法化されるならば非常に高い水準の

法定基準制度をもつ法律となろう｡以下に､資生

堂の事例についても｢理念主導型フレームワーク｣
が成 り立つことを示 しておく (図13)｡ここでの

ポイントは､特に ｢経営者の理念 ･価値観｣ と

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣の関係である｡ベネ

ッセコーポレーションの事例との比較において異

なる点として､資生堂の経営者の理念は､｢審議

会｣という場において､立法者に対 して直接伝え

られる可能性が高い｡しかし､気をつけなければ

ならない点は､第1に立法者が経営者の理念をす

べて法に盛 り込むかどうかは別の問題であるこ

と､第2に､立法の際に仮に経営者の理念をすべ

て盛 り込んだとしてもその法令の効力の対象とな

る経営者が遵守するかどうかは別の問題という点

は留意が必要である｡

｢経営者の理念 ･価値観｣と ｢従業員処遇等諸

制度｣の関係については､いままでの米国2社お

よび前述のベネッセコーポレーションと同様に､

経営者の理念に支えられた制度であるといってよ

い｡特に､IBMの理念を理解 し､納得 し､実行 し

図13 ｢理念主導型フレームワーク :資生堂の事例への適用｣

｢経営者の理念 ･価値観｣
｢万物資生｣
｢五大主義｣

審議会委員 ｢国･行政の施策､法制化｣
育児介護休業法

育児3年への改正への動き

資生堂社員
(従業員処遇等諸制度)

フレックスタイム

育児介護短縮勤務制度

育児介護休業手当

3年間の.介護休業

3年間の育児休業 等
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た制度でもあることが明確なだけに価値観の根幹▼
も非常に近い｡制度化の中心的役割を担●ったのは

義春である｡同社の歴史的背景を考えた制度の実

行時には､創業の理念と今まで培った経営理念を

源泉とする企業文化を十分に吟味し､現在と将来

における ｢資生堂｣の企業のあり方を形作る具体

的制度が行われた｡｢従業員処遇等諸制度｣ と

｢国 ･行政の施策 ･法制化｣については､現行法

令等の改正や新法の施行への影響力を持っている

ということであり､同社の諸制度の基準の高さは

具体的な法制度の青写真ともなり得る｡

｢国 ･行政の施策､法制化｣ と ｢経営者の理

念 ･価値観｣については､前述の通 り ｢男女共同

参画審議会委員｣の立場を持つ経営者であり､こ

れまでの事例にないケースである｡しかし､これ

は積極的に法制化に対 して進言できる立場である

から､プラス作用を持つ要因と考えられる｡

資生堂の事例について｢阻止する要因｣｢可能と

する要因｣｢必要とする要因｣｢促進する要因｣の｢4
つの要因｣で考察を行う｡｢阻止する要因｣として､

明治創業の歴史ある企業ゆえに､さまざまな天災

事変に見舞われている点がある｡関東大震災では

社屋の倒壊を経験 し､第2次大戦では特異な統制

環境下での操業となった｡西洋文化の禁止と曙好

品等の製造および利用制限によって､｢ファミリ

ー･フレンドリー｣的諸制度にとどまらず､企業の

存亡が問われた｡これらは｢阻止する要因｣の中で

も､資生堂が自らコントロールし難い外部環境要

因によるものである｡そのような環境下では従業

員に具体的に組織の方向性を伝えることが重要と

なることを考えれば､｢可能とする要因｣として経

営者が理念と企業文化を重要視する価値観を定着

させることは十分考えられよう｡

｢可能とする要因｣では､さらに具体的な項目も

挙げられる｡資生堂の事業内容は女性を主とした

もので､女性-の意識が高いことが予想でき､また

女性のニーズを満たすことがビジネスに直結する

から､優秀な女性社員を増加させることが自社の

成長に有効になる｡女性社員が生産性高 く勤務で

きる環境を整備する動きが活発化しても不思議で

はない｡また､明治以来の有信､信三の｢新しいもの｣

や｢本物｣を日本に根付かせようとする考えの影響

も窺える｡この点についても対置する｢阻止する要

因｣を考えるならば､日本に欧米の本物や新たなも

のを導入しようとした時代を考慮 しなくてほなら

ない｡西洋の文化を少 しでも多 く吸収 しようとす

る姿勢からにじみ出る彼らの意識を感じ取る人は

少なくなかったであろう｡しかし､本物を求めれば

求めるほど高いコス トを有信､信三は覚悟 しなく

てはならなかったはずである｡｢阻止する要因｣で

ある｢高コス ト｣を乗 り越えるほどの｢本物｣-のこ

だわりと見ることができる｡

また､義春の社長就任後､資生堂はいままでの

経営理念を発展的に改定する｡そこでは新しい理

念を従業員が受け入れるまでに起こるさまざまな

事象を ｢阻止する要因｣｢可能とする要因｣ とし

て対置し把握している｡全社員が新たな理念 ･価

値観をすぐに支持 したわけではない｡｢旧来的因

習をもつ社員の抵抗｣を受けながらいくつかの具

体的行動を通 して､新理念を従業員と共有化 して

いったプロセスを見ることができる｡理念再構築

の特徴として､従業員の約半数がその制定に直接

携わった点が挙げられる｡従業員1人ひとりが心

の中で理念について繰 り返し反舞し深く理解する

機会を作 り､｢可能とする要因｣として効果的に

機能している｡また､新たな理念の下で新たな資

生堂を構築する意味も込めて､旧来的な因習の1

つである､｢｢役職名で個人を呼ぶこと｣をやめる

呼びかけ｣などの旧来にない実践方法を取る｡こ

の方法についても権威主義の役職者の行動が ｢阻

止する要因｣ として働 くことを留意 したい｡理

念 ･価値観の推進の困難さを示す具象と言えるで

あろう｡これらの抵抗に遭いながら資生堂の新た

な理念は徐々に､具体的な方法が取られるたびに

浸透 してい く｡ 義春の時において､これらの

｢可能とする要因｣を効果的に機能させる ｢必要

とする要因｣は､｢コーポレー トデザイン室の設

置｣であろう｡旧来の理念を発展させ､その新た

な理念に基づいた具体的諸制度を､正式な部署と

して設置したものであり､その役割は極めて重要

なものとなった｡義春の率先垂範を支え､従業員

の主導を貫いて､理念 ･価値観を具体化 した諸制

度を生み出す源泉となった部署である｡この存在

は極めて重要と言わざる得ない｡しかし､｢可能

とする要因｣および ｢必要とする要因｣がそろっ

ても､前述の通 り､抵抗なく新たな理念が浸透し

たわけではない｡｢経営者の理念｣に対する ｢阻

止する要因｣としての従業員の反応がある｡それ

までの旧来の経営理念により育まれてきた企業文

化にも更なる発展を求めたことについて､難色を
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図14:｢理念主導型フレームワーク :武藤山治の事例への適用｣

｢経営者の理念 ･価値観｣

武藤山治の価値観

(いわゆる ｢温情主義｣)

審議会委員 ｢国･行政の施策､法制化｣

明 治 期 ･ 鐘紡社員

｢従業員処遇等諸制度｣

鐘紡共済組合

工場内託児所の設置
育児介護休業手当

育児時間の申請

示す従業員が少なからずいた｡理念改定の際に行

った従業員による新理念の公募に参加 しなかった

約半数の社員は､いわば改定反対派であったり､

無関心派である｡また､｢さん付け運動｣ も､こ

のような側面を持っていたと言えよう｡｢さん付

け運動｣は義春が業務命令ではなく､従業員が任

意に行なうかどうか判断する形式で全社に連絡を

流 した｡旧来的な役職をつけて呼ぶことを継続 し

た幹部社員もいた｡しかし､義春はそれらの意見

や指摘を踏まえて変革を推進 し ｢阻止する要因｣

に対 して自らの ｢率先垂範｣を貫いている｡

3.鐘ヶ淵紡績 (武藤山治)

ここまでの日本企業の事例は､戦後発展 してき

た企業､明治期にその起源を持ち､現在 も発展を続

ける企業であった｡単純な疑問としてIBMやJ&J

が始めて｢ファミリー･フレンドリー｣的な諸制度

を行ったのが1900年前半であるならば､日本でそ

の頃に､そのような企業は存在 しなかったのか､も

しあったならば､その時代においても｢経営者の理

念･価値観｣がもっとも重要な要因であるのかとい

う点である｡また､これまでの日本の事例研究にお

いては､両社とも創業者の子や子孫であったので､

創業者 もしくは創業家出身でなければ､仕事 と家

庭の両立を促進する制度は出来ない､｢理念主導型

フレームワーク｣は成 り立たたないという疑問も

生まれる｡ここでこの疑問点に回答する事例研究

を行なう｡鐘紡の武藤山治｣の事例を｢理念主導型｣

に当てはめてみる(図14)｡

組織のリーダーの確固たる ｢信念｣は､その組

織行動を方向付けるための欠 くことの出来ない中

心的要素となる｡また､｢理念主導型フレームワ

ーク｣を通 してみても､やはりフレームワークは

機能すると考えて良いであろう｡山治の考えに支

えられた諸制度は鐘紡の ｢従業員処遇等諸制度｣
として確実に運用されていたことは確認 した｡ま

た､これらの ｢従業員処遇等等諸制度｣が社会に

知られ､｢健康保険法｣の立法化-とつながって

いった｡武藤山治は､｢健康保険法｣の審議会委

員として参加 したが､危倶 したように明治の頃に

おいても､｢経営者の理念 ･価値観｣が立法者に

どれだけ理解されるかは､別の問題と考えておか

ねばならない (注15)｡この事例において次のこと

を明確にできた｡創業者もしくは創業家の出身者

のみではなく､経営者と呼ばれる人物でも理念 ･

価値観が組織に理解され､納得され､同意されて､

組織の一人一人が実行すればそれは可能となる｡

現代のみならず明治期においてもそのことは同様

なのである｡武藤山治はその後鐘紡の社長となる｡

社長としての彼は 『私の身の上話』の最後に ｢営

利会社の一考察｣という一説を執筆 している｡そ

の内容から彼の ｢営利会社の村社会関係｣-の考

え方をうかがうことができ､実に興味深い (注16)｡

総合的に考察するならば､彼は ｢利益至上主義者｣
ではない｡社会を構成する1人ひとりは ｢世に処

してなすべきこと｣があり､企業もその人々のた

めにその ｢世に処してなすべきこと｣を満たすこ

とによって､また社会に寄与できると考えている｡

つまり､人々が社会で行おうとする事柄に対 して､

企業は応えていくものであると考えているのであ

る｡この点は従業員処遇等諸制度を通しての社会

(市場)への寄与 という意識において､ワ トソ

ン ･シニアやロバー ト･ジョンソン､日本の2事

例と共通 している｡武藤山治は自分の思い信 じる

ことを実現すべ く､忠実に行動 しようとしていた｡

彼の ｢信念｣が ｢鐘紡共済組合｣や ｢乳児保育所｣

｢注意箱｣等の鐘紡に独特の従業員処遇方法を確
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立 した力 となった｡

｢4つの要因｣分析では､｢阻止する要因｣に

特徴が見 られる｡今までの事例では多 くの場合

｢阻止する要因｣が ｢可能とする要因｣に転換 し

ていた｡武藤山治の事例 もその特徴が見 られる｡

すべての ｢阻止する要因｣が､｢可能とする要因｣
に転化なったわけではない｡ しか し､｢厳 しい紡

績業労働条件-の低い社会的評価｣は､山治の諸

制度によって､他の企業との ｢差別化｣を図る絶

好の環境をもたらし､｢可能とする要因｣の効果

を持つ｡だが､その環境から新たな問題 も発生す

る｡｢中央同盟会との労働争議｣が発生 し､計画

通 りの従業員確保が出来な くなるという新たな

｢阻止する要因｣が武藤山治のケースでは発生 し

ている｡また､政府による ｢健康保険法の施行｣
も ｢阻止する要因｣と ｢促進する要因｣の双方で

機能 した｡紡績業全体に ｢鐘紡共済組合｣的な諸

制度が適用されることは ｢促進する要因｣である

が､｢鐘紡共済組合｣は ｢組合独 自の制度｣を同

法によって制限されて しまったからである｡だが､

それでも武藤山治の事例は ｢ファミリー ･フレン

ドリー｣的諸制度の事例であ り､彼の ｢理念 ･価

値観｣によって成立 したものと言えよう｡

4.補足的事例研究一教職員向処遇制度の定着に

ついて

これまでの日本企業の事例は ｢理念主導型フレ

ームワーク｣の裏付 とする研究であった｡だが､

現在の日本では政府が旗振 り役となって導入を促

している｡これは ｢法制化主導型フレームワーク｣
である｡このようなケースが日本において定着す

る可能性 ももちろんある｡｢育児介護休業法｣の

導入実施率が施行後に格段 と向上 した例を見れば

明らかであるが､実効性からすれば､ここまでの

考察のように低いものになる｡ しか し､民間の従

業員処遇等諸制度と簡単に比較できないが､考察

してお くべ き事例は日本にもある｡

日本において民間企業の ｢ファミリー ･フレン

ドリー制度｣の普及活動は緒に就いたばか りであ

る｡ しか し､公務員とくに教職員の産休制度およ

び育児休業制度は､民間に比較 して非常に高い利

用率を保持 している｡文部科学省によれば､出産

を行った教職員の90%以上が育児休業を取得 し

ているという｡ 日本で民間とは異なり､高い利用

率達成が何故可能なのか､また､企業のように経

営者のいない公立の教職員は､このような制度を

どのように導入したのか､これらの点を分析する

ことで､今後の民間による制度利用を高めること

ができるヒントがあると考えた｡

この事例研究の分析枠組みを以下に作成 した

(図15参照)｡教職員から直接､もしくは教職員

組合を通 して強 く要望がだされ､｢国 ･行政｣か

ら法令主導 (他律的)により新たな ｢処遇制度｣
が導入される｡ しかし､学校長は法定基準をその

まま受け入れることになる｡これはつまり､法規

の趣旨を理解 しているという点が1つと､公務員

の場合には法令等を作成施行する側であるため､

遵守に関して民間よりも厳 しいという背景もあろ

う｡また､この事例においては､教職員が自らの

労働条件の向上を目指 した事例であるため､取得

した権利の行使について非常に意欲的であるとい

う点も忘れてはいけない｡

つまり､この事例では､①使用者(学校長)が国･

行政の成員の一部 として考えられる(多国･行政が

立法者であ り同時に為政者であること､(参教職員

がみずからの働 きかけにより取得 した権利である

こと などの条件が重なって成立 している｡民間と

図15:事例研究 : ｢国 ･行政による施策 ･法制化｣が高い効果を得る場合 (法制化主導型)

㊥
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異なる点としてもっとも顕著なのは②である｡

もし､立法者が新たな処遇制度を自ら企業で運

用するならば､国有もしくは公社という位置づけ

になってしまい､そもそも民間企業にはならない｡

しかし､｢法制化主導型｣のフレームワークの成

功例として非常に興味深い｡法令の制走者である

政府が､その法令の遵守対象でもある条件を見逃

してはならない｡つまり､政府の立法の理念が､

そのまま制度 を支える理念になるか らである｡

｢経営理念主導型｣であれば十分可能である｡

この事例では ｢必要とする要因｣となる ｢県教

委｣による ｢宿日直制度廃止の決定｣がなければ

成立 しない｡行政の決定が立法化され､行政指導

(このケースでは県教委)や指針､命令として発

令されることで､｢制度の廃止 (もしくは成立)｣

が実現する｡｢法制化主導型｣ではあるが､為政

者と実行者が行政に所属するので､民間と比較 し

て速やかに実施された点は特徴的である｡

｢阻止する要因｣として ｢学校長｣から教師に

対する ｢いやがらせ的な応対｣があった点は､本

論文で指摘 した差別的行為の存在や､職場の雰囲

気などと共通の問題である｡これらの具体的なや

り取 りが､両者の考えの ｢すり合わせ｣にもなっ

ている｡｢阻止する要因｣を克服 した ｢ス トライ

キ｣､｢捺印拒否｣､｢教育長との直接交渉｣､｢抗議

行動｣などの ｢可能とする要因｣は､｢阻止する

要因｣が強力であったため､それを凌駕する内容

になった｡一進一退の中で徐々に ｢阻止する要因｣

に風穴が開き､諸制度が構築 (このケースでは

｢宿日直制度を廃止｣ し､新 しい基準が構築され

る)されていくプロセスを確認できる良い事例で

ある｡また､視点を変えれば､教職員が自ら交渉

を行った点､差別的行為を受けた教職員の下に多

くの教職員が参集し最終的には団体交渉を行った

点は留意 しておきたい｡これは､｢す り合わせ｣

の結果如何では､従業員からの諸制度の導入もあ

り得ることを示 している｡企業に置き換えると､

｢経営理念主導型｣が機能 していない場合や ｢法

制化主導型｣にも対応 していない場合には､将来

の可能性として ｢労働組合主導型｣の登場を示唆

するものとして見られる｡

V.研究の成果

本論文では､｢従業員処遇等諸制度｣ としてき

わめて先進性の強い ｢ファミリー ･フレンドリー

諸制度｣が､日本において可及的速やかに浸透､

定着するために､何が必要であるかを常に念頭に

おきながら考察を進めてきた｡日本では､｢ファ

ミリー ･フレンドリー｣概念がようやく導入され

始めた段階にあり､｢ファミリー ･フレンドリー

諸制度｣の浸透､定着はなお道達 しの感がある｡

今日､多数の日本企業は重大な業績不振､倒産､

リス トラの進行などの渦中にあり､それらは ｢フ

ァミリー ･フレンドリー諸制度｣にとって､｢阻

止する要因｣として機能しており､それら諸制度

の定着の道は益々険しいものがある｡

｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣は従業員に

とって理想型とも言うべき制度であり､日本にお

いても速やかな定着が望まれる｡本論文における

考察を通 して､筆者はそのために考慮すべきいく

つかの問題を再確認することになった｡その第】

は先進国に学ぶことの必要性である｡第1章の

｢ファミリー ･フレンドリー｣概念､企業､諸制

度の概括がそれである｡同時に､第4章の米国企

業の事例研究がこれに当たる｡その第2は分析フ

レームワークの重要性である｡｢経営理念主導型｣
の ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣の構築は

決して一朝一夕になるものではないことから､発

展段階的考察が不可欠であり､｢必要とする要因｣､

｢可能とする要因｣､｢促進する要因｣､｢阻止する

要因｣ という4つの要因に基づ く考察は多 くのヒ

ントを提供 してくれた｡また､｢経営理念主導型｣

と ｢法制化主導型｣による ｢ファミリー ･フレン

ドリー諸制度｣の分析は日本における ｢法制化主

導型｣の役割を確認するのに役立つことになった｡

その第3は事例研究の持つ有効性である｡本論文

では､｢経営理念主導型｣の範噂に属する企業を

事例研究の対象として選んでいるが､企業の国籍

に関わりなく､奇妙なほど多くの共通項を見出す

ことができた｡これらはそのまま､企業に向けて

の啓蒙に活用可能である｡

1.先進国に学ぶ必要性

｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣は米国､

英国､さらに､欧州大陸では､現実の問題として

受け止められ､着々と定着､浸透 しつつある｡

｢ファミリー ･フレン ドリー｣はより正確には

｢仕事 ･家庭両立｣ と表現 し得るが､今 日では､

さらに､｢仕事 ･生活両立｣への拡大､昇華を果

たしつつある｡｢ファミリー ･フレンドリー｣概
念､諸制度をこれら先進国から学ぶことは日本の
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得意芸であり､このノウハウは十分に適用可能で

ある｡第1章はまさにこの学ぶことに当てられて

いる｡当然のことながら､｢ファミリー ･フレン

ドリー諸制度｣を機械的に導入するには無理があ

る｡地道な努力の積み重ねが求められる｡筆者が

大きく依存 した ｢ファミリー ･フレンドリー｣企

業研究会報告書は旧労働省女性局の委託研究であ

り､第2章で取 り上げた ｢法制化主導型｣に道を

開くものである｡｢ファミリー ･フレンドリー諸

制度｣の構築､定着のアプローチとして､｢経営

理念主導型｣､｢法制化主導型｣の2つのルー トが

重要な役割を演 じることになるが､この有効性と

限界については後に詳論する｡

2.米国FWIによる ｢仕事 ･家庭｣両立制度の3

段階分析

この分析を通 して､米国の ｢ファミリー ･フレ

ンドリー諸制度｣が一朝一夕になったものでない

ことがまず明らかにされている｡第2章で詳論 し

たように､この分析は3段階というよりも､実質

的には､｢第1段階以前｣､｢第1段階｣､｢第2段階｣､

第3段階｣の4段階分析 となってお り､1991年の

調査 という資料の古さがあるにせよ､第3段階に

達 している企業は調査対象企業の僅か2%に過ぎ

ない｡第2段階を含めても約2割弱であ り､米国

においてさえ､｢第1段階以前｣､ようや く対症療

法的対応を始めた ｢第1段階｣で8割を超えると

いうのが実情である｡日本に場を移すと､日本の

場合､｢第1段階以前｣ というのがその実態であ

り､まず､｢ファミリー ･フレンドリー｣概念自

体の定着､浸透から始めることになろう｡3段階

分析では､第1段階で､間違った考え方の是正が

最初の課題 として取 り上げられてお り､加えて､

従業員の認識のなさも挙げられている｡このこと

は日本にもそのまま当てはまるものである｡

筆者の場合､段階の進展に即 して､各段階ごと

に､｢可能とする要因｣､｢必要とする要因｣､｢促

進する要因｣､｢阻止する要因｣の4つの要因によ

る分析を行い､各段階でそれらの要因の効き方が

異なることを検証 している｡米国の場合､｢経営

理念主導型｣が基軸となっているため､そのまま

の形では､適用が困難であるが､日本では､｢経

営理念主導型｣に併せて ｢法制化主導型｣の出動

が可能となるため､これを考慮において､段階的

分析を行う場合､｢ファミリー ･フレンドリー諸

制度｣の定着に大きく貢献 し得ることを実感 して

いる｡

3.｢法制化主導型｣の効果と限界

｢法制化主導型｣のルー トによる ｢ファミリ

ー ･フレンドリー｣概念の定着は､日本の現状が

まさに当てはまる｡政府によって ｢ファミリー ･

フレンドリー｣概念が紹介され､行政機関によっ

て社会や企業-の定着をめざす｡現在は､｢ファ

ミリー ･フレンドリー｣概念や､｢ファミリー ･

フレンドリー諸制度｣を直接規定する法令はない｡

しかし､フレックスタイム制度や育児介護休業制

度などの ｢従業員処遇等諸制度｣のいくつかは法

令等によって規定されている｡法令等による強制

力を備えた制度が､それに関する素地のない社会

状況で導入される場合､確かに､ある一定のレベ

ルの実効性を社会全体に及ぼすことができること

は疑問の余地のないところである｡｢法制化主導

型｣の持つメリットはきわめて大きい｡後進性を

是正するのはそのメリットの一つである｡反面､

その適用次第では､かなりの混乱を生 じる可能性

も大である｡｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣
を真に走着させるためには､法制化に先立って､

直接の当事者である企業､経営者､従業員､さら

には､社会全般に向けての絶え間ない啓蒙､働 き

かけが不可欠となる｡鐘紡の武藤山治､資生堂の

福原義春はいずれも審議委員として法制化に当た

っているが､広 く､経営者､労働者をも含めて､

法制化を図ることが求められる｡通例､｢法制化

主導型｣の限界は ｢仏作って魂入れず｣に陥りが

ちなことであるが､当事者である経営者､労働者､

さらには､オンブズマンなど広範囲の意見を聞く

機会が不可欠となろう｡その法制化が経営者の基

準を大きく上回る場合､通例､その法令は遵守さ

れなくなる｡ここでは､｢違法｣､｢法網 くぐり｣
がまか り通ることになる｡その場合､法律違反､

法網 くぐりに対 しては､厳 しいチェックが必要で

あるし､実質的な罰則の厳密な適用が必要である｡

｢政｣- ｢官｣- ｢業｣の鉄の トライアングルが

機能 していた段階では､｢法制化主導型｣はそれ

なりに機能してきたが､この トライアングルにほ

ころびが見え始めた現在では､｢上意下達｣方式

にも限界が生じている｡今日､食品関係を中心と

して､企業の違法行為が数多 く摘発されているが､

常日頃のチェックが厳 しく行われていれば､かな

りの部分が防げたはずである｡もちろん､企業側

の遵法意識にも問題があることは言うまでもな
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い｡労働問題は､｢労政事務所｣等が相談の受け

皿になっている｡また､｢労働基準監督官｣が刑

事訴訟法上の司法警察官の職務を担当 している

が､企業は無数にあり､物理的にすべての違反者

を網に掛けることは不可能である｡外的要因によ

るチェックが十分に効かないとすれば､法の網の

目をくぐった違法行為は見過ごされることにな

る｡その行為が労使関係に密接に関係する ｢従業

員処遇等諸制度｣であれば､その違法行為の影響

を受けるのは従業員である｡それが具体的には従

業員に対する実質的な差別的行為となって顕在化

することもしばしばである｡｢法制化主導型｣の

有効性はこれらのハー ドルをいかに乗 り越えるか

に掛かっていることを強調 しておきたい｡

4.｢経営理念主導型｣フレームワークの効果と

限界

米国の事例研究では ｢経営理念主導型｣の純粋

型の企業として､IBM とJ&Jを分析 した｡どち

らの企業も ｢経営者の理念 ･価値観｣が ｢ファミ

リー ･フレンドリー｣的諸制度を支える役割をし

ている｡この点が ｢経営理念主導型｣の強みであ

り､限界でもある｡｢ファミリー ･フレンドリー｣

概念の重要さを経営者が認識 した場合には､法令

基準以上の ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣

が､実効性を以って従業員に向けて実施される｡

経営者の ｢理念 ･価値観｣に従う ｢ファミリー ･

フレンドリー諸制度｣の運用は､法令基準に比べ

高 く維持されるのが通例である｡また､従業員か

らも具体的な諸制度に対する反応が期待できる｡

その制度に対する意見や改善点などの積極的な要

望が出される｡経営者は自らの ｢経営理念 ･価値

観｣によって､その制度化を図ってきたわけであ

るから､従業員からの要望を前向きに検討するで

あろう｡こういった労使の話 し合いによる諸制度

の改定に関わるす り合わせが頻繁に行われ､労使

双方の納得性の高い具体的諸制度が実施される｡

つまり､労使が継続 して具体的制度の利便性を高

めていくサイクルができている場合が多い｡

しかし､先行する米国の場合でさえ､このよう

な企業の数はごく僅かである｡現在の日本では､

ここまでの意識をもつ経営者はあくまでも例外的

存在であり､微少に留まると言ってよい｡前述し

たように､IBMおよびJ&Jは､米国FWIの3段階

分析において､第3段階に相当する数少ない企業

の一つである｡日本企業の多 くは｢第1段階以前｣､

｢第 1段階｣にあるということは当然想定 され､

このような段階において､｢経営理念主導型｣に

よる ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣の定着

は至難の業である｡ もとより､｢ファミリー ･フ

レンドリー諸制度｣ないし ｢仕事 ･家庭両立支援

制度｣を定着､浸透させている企業も皆無ではな

い｡｢ファミリー ･フレンドリー｣ という用語が

登場 していない段階で､｢仕事 ･家庭両立｣を支

援する制度を実施していた企業もあるわけで､こ

のことは日本企業の事例研究の対象とした3企業

も見受けられる｡

5.日米5ネ士の事例に共通 して見られる諸特性

本論文では､日米企業の事例研究を行っている｡

その事例研究の対象としたのが､米国企業として､

IBM､J&Jの2社､日本企業として資生堂､ベネ

ッセコーポレーション､鐘紡の3社の計5社であ

る｡これらの企業はいずれも ｢経営理念主導型｣

の範時に属 している｡この5社に共通 して見 られ

るのは､以下の点である｡

その第1は､経営者が確固たる経営理念の持ち

主であることである｡鐘紡を除 く4社の場合､い

ずれも ｢従業員処遇等諸制度｣の構築に主導的な

役割を果たしたのは創業者およびその一族である

という点である｡鐘紡の武藤山治も長期間社長と

して､鐘紡を主導しており､創業者的条件を多分

に備えていたと見ることができる｡

その第2は､5社のいずれもが ｢従業員処遇等

諸制度｣の構築に向けて､通常の基準をはるかに

上回る基準を打ち出しており､その先進性の故に､

まさに段誉褒股の世界を体験 しているということ

である｡そこで貫かれているのは､不退転の姿勢､

粘 り強い説得力､組織に村する強力なリーダーシ

ップ､それ以上に､従業員に対する温かい配慮が

うかがえる｡

その第3は､彼 らの経営理念は経営哲学とも言

うべきもので､それらは見事なまでに論理化され､

体系化されていることである｡このことはIBM､

J&Jにもっとも端的に見出される｡両社は ｢仕

事 ･家庭両立｣さらには ｢仕事 ･生活両立｣支援

制度を織 り込んだ ｢従業員処遇等諸制度｣を従業

員に向けて実施 している｡この諸制度は単なる恩

恵的なものではない｡両社の ｢経営理念｣に目を

向けると､いわゆる ｢顧客第一主義｣的な項目が

1番目に掲げられ､その達成のための必要不可欠

な要素として ｢従業員処遇等諸制度｣の充実が考



74 研究年報 第7号

えられていたのである｡このことは資生堂､ベネ

ッセコーポレーションにも見出されるものであ

る｡武藤山治の場合､多少意味合いは異なるが､

｢営利企業｣ と ｢従業員処遇等諸制度｣の融合を

目指 したロジックを展開している｡顧客を第一に

考えることは市場での競争を生き抜 く絶対的な要

件であり､顧客の満足度を導 くことによって､利

益を生み出すことにつながるとするのである｡

その第4は､5社に共通 して見られる ｢経営理念｣
は経営者自身の属性に属するという意味合いが強

いということである｡そもそも創業者 ･経営者の

実体験や自己の考えが源泉になり､組織に向けて

発信されたのが ｢経営者の理念 ･価値観｣である

と言うこともできる｡従業員に向けて提示される

｢経営理念 ･価値観｣は ｢従業員処遇等諸制度｣

に具現化されることにより､従業員に理解 しやす

いものとなり､労使間の意見のす り合わせを通 し

て､さらなる体系化が進むことになる｡このこと

は当然の如 く､労使関係にも良い影響を与える｡

このような厚遇な ｢従業員処遇等諸制度｣を介 し

て､労使関係は向上 し､双方の信頼関係 も増幅す

る｡従業員の自主退職率は低下 し､優秀な人材を

多 く確保することにつながる｡また､これは翻っ

て､顧客満足に貢献する人材の確保､育成を助け

ることになるという好循環過程が導かれることに

なる｡

6.｢ファミリー ･フレンドリー｣概念の定着に

向けて

現在の日本の雇用環境については第3章で分析

した通 り､厳 しい環境下での労使の信頼関係は非

常に低 くなっている｡このような環境下で､多 く

の日本企業は従業員の大量失業 を生み出 してい

る｡この状況はなお留まるところを知らない｡

現在の日本の経済状況は確かに厳 しい｡しかし､

将来を展望すると､このような相互不信の中で､

日本企業は企業の戟力 となる優秀な人材を維持､

確保､さらには､育成可能か､問題となるところ

である｡IBM､J&J､資生堂､ベネッセコーポレ

ーションなどの企業では､その経営者は従業員が

能力を十分に発揮できる環境を整えることこそ､

市場で成功 し､利益 を導 く原動力となることを十

二分に理解 しているのである｡ しかし､経済の回

復過程で､その ｢従業員処遇等諸制度｣を改悪 し､

疲弊させた企業に将来があるか､疑問である｡従

業員の信頼関係を失ったまま､景気回復を向かえ

た場合､多 くの日本企業は重大な問題に直面する

はずである｡その最大の問題が優秀な人材の維持､

確保の問題である｡1990年代に入って､米国に

おいて､｢ファミリー ･フレンドリー｣概念の制

度への具現化が急速に進行 し､それについての研

究が活発化 したのも､この問題を反映 しているこ

とに留意されたい｡

前述 したように､｢経営理念主導型｣ による

｢従業員処遇等諸制度｣の構築は一朝一夕になる

ものではなく､また､その ｢経営理念｣が個人の

属性 と言う性格を強 く持つため､泥縄式では対応

できないという側面を持つ｡反面､事例研究に選

んだ5社 と同様の資質を持つ企業の場合､｢ファ

ミリー ･フレンドリー｣概念､諸制度の定着は比

較的スムーズに進展するであろう｡ しかし､景

気回復があるかないかは ｢ファミリー ･フレンド

リー諸制度｣の浸透に密接に関係するが､企業の

存続成長にとって､時代の変化に的確に対応でき

る ｢優秀な人材の確保｣は至上命令であり､日本

に ｢ファミリー ･フレンドリー諸制度｣が速やか

に走着することは当然の流れである｡

本論文の主眼目である ｢ファミリー ･フレンド

リー諸制度｣定着について考察を進めていく過程

で､今後の研究課題を確認することができた｡具

体的には､表 1の ｢両立プログラム｣の実践的有

効活用についてである｡この表1の記載内容と日

本企業における ｢ファミリー ･フレンドリー｣概

念の定着の現状が非常に重なり合う｡この点を踏

まえて､本論文で提示 した分析フレームワークと

して提示 した ｢経営理念主導型｣と ｢法制化主導

型｣､さらには､｢4つの要因による分析｣を有機

的に結びつけることで､｢ファミリー ･フレンド

リー｣概念および諸制度の推進に寄与 し得ること

が確認できたことが本論文での最大の収穫 となっ

た｡今回は果たせなかったが､FWIの調査方法を

日本企業に向けて実施 し､その上で､｢4つの要

因による分析｣を連結することにより､さらに､

現実に即 した成果を抽出してみたいと思う｡
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脚注

(注1)｢経営者の理念､価値観としての倫理観｣の意

(往2)本論文では､｢労働者｣､｢従業者｣､｢社員｣､｢被雇

用者｣等々､ほぼ同義的に用いられている用語 を

｢従業員｣ という用語によって代表させている｡｢労

働者｣という用語は ｢労使｣､｢労資｣ という形でも

用いられ､｢被雇用者｣ という意味づけが見 られる

が､｢労働者｣ という用語は当初､｢工場労働者｣､

いわゆる ｢ブルーカラー｣を指すのに用いられるの

が通例であった｡さらに､サービス業の登場､管理

職の登場､さらには､雇用形態の多様化等により､

｢労働者｣ は主 として ｢現場労働者｣､たとえば､

｢ブルーカラー｣､｢グレーカラー｣に限定的に用い

る傾向が現れ､｢非現場労働者｣､すなわち､｢ホワ

イ トカラー｣を識別する用語法も登場 して くる｡ま

た､｢労働組合｣ といった場合､｢管理職｣が外され

ることに見 られるように､｢労働者｣ という用語が

時代の変化に必ず しも適合できなくなってきている

のが実情である｡本論文で問題にするのは､｢経営

者｣以外の企業における人的資源の総称で､｢被雇

用者｣､｢従業員｣､｢社員｣がより適切な用語 と言え

るが､｢被雇用者｣は日常的に用い られる用語では

なく､また､｢社員｣ という用語は正社員､派遣社

員､パー ト社員等々雇用形態の多様化を反映してい

るが､本論文では､その概括性から､｢従業員｣を

用いることとした｡もちろん､考察の必要上､やむ

を得ない場合はそれ以外の用語を使用する｡

(注3)本論文では ｢ファミリー ･フレンドリー｣を ｢仕事

と家庭の両立｣の意味 として用いる｡｢ファミリ

ー ･フレンドリー諸制度｣はあ くまでも企業の制度

であ り､企業の手によって､｢ファミリー ･フレン

ドリー｣という概念､諸制度の徹底的体系化を図る

場合､｢ファミリー ･フレンドリー｣概念の発展 ･

昇華は不可避とも言えるO企業にとって､もっとも

重要な人材 とは ｢仕事をする人｣であ り､｢仕事 ･

家庭両立｣支援諸制度はその人が快適に仕事ができ

るために､｢仕事｣ と ｢家庭｣をいかに両立 させる

かに焦点を当てて､制度化を図るということである｡

｢制度｣は ｢仕事をする人｣が公平に適用されるこ

とは当然のことと言える｡ここでは､｢仕事をする

人｣があ くまでも主役であることを提示 したことに

なる｡

(注4)｢経営者の理念･価値観｣はしばしば創業者型の経営

者によってもたらされるが､｢経営理念｣は経営者の

交代があっても､その企業に持続 して引 き継がれる

ことを意味する｡

(注5)｢国の法令等および行政における諸施策｣の意

(注6)本論文では ｢経営理念｣と ｢企業理念｣は同 じ意味

として定義している｡

(注7)中村艶子 ｢ファミリー ･フレンドリー企業 -アメリ

カの企業変遷にみる-｣『日本労務学会誌 j第4巻

第1号,66頁

(注8)調査は企業で ｢働 く人｣をはじめ､｢失業者｣､｢い

い職があれば働 きたい人｣なども調査の対象範噂で

あることから､｢失業者｣｢求職者｣などを含む意味

で ｢労働者｣を用いる｡ また､｢従業員｣について

は､これまでの通 りである｡

(注9)有識者は以下の8つのグループに分けられている｡

｢学識者｣｢マスコミ｣｢自由業｣｢団体役員｣｢自治

体首長｣｢行政官｣｢女性有識者｣そして ｢企業経営

者｣である｡

(注10)｢組織がそれに属する人々の大きなエネルギーと

能力を十分に生か しきっているか どうかという閏

題に結局行き着 くのではないかと考えている｡(中

略)いかなる組織も､存続 し成功を勝ち取るため

には､その組織がいっさいの方針 と行動の大前提

として決めたい くつかの立派な信条を持たなけれ

ばならないと私は信 じている｣T.∫.ワ トソン ･

Jr.著土居武夫訳 F企業よ信念をもてj竹内書店新

社,1963年11-12頁,原書 "ABusinessandlts
Beliefs"

(荏ll)ワ トソン ･シニアは顧客第-を念頭においた営業

活動を行った｡1942年に戦時生産局の注文を受け

た時の話を紹介する｡｢戦時生産局の役人の一人が､

復活祭前の金曜日の午後遅 く父を呼んで150台の機

会を注文 し､次の月曜日までにワシントンDCでそ

の機械を引き渡すように求めた｡父は ｢機械は必

ずそれまでに間に合わせ ます｣ と約束 した｡土曜

の夜になって父と父の部下は全米にあるIBMオフ

ィスに電話をかけ､ 150台ばか りの機械 を復活祭

の週末までに用意して置 くように命 じた｡情勢を

はっきりさせるために､父は部下に命 じて戦時生

産局の役人に､1台1台の トラックがワシントンに

向けて出発するたびに､その出発時問､到着予定

時間を役所あるいは自宅に宛てて電報で知 らせた｡

また､警察と軍隊に連絡 して運搬中の トラックを

一 日中警護させるよう処置をとった｡カスタマー

エ ンジニアがジョージタウンに呼び寄せ られ､模

型工場が組み立てられ､機械の受け入ゴ1と据付が

準備された｡その週末を､IBM-また戦時生産局

でもそうだったが-人々はみな不眠不休で働いた｡

こうした事柄は些細なことではない｡人とその得

意先 との関係､その相互の信頼､信用 というもの

の重要性､いつでも得意先を第一にするという考

え､これらすべてのことが-会社によって真に信

念をもって遂行されるならば､その会社の社運に

-大変革をもたらすことができるのである｣T,Jワ

トソン ･Jr.著土居武夫訳 『企業よ信念をもてj竹

内書店新社,1987年46頁

(注12)ワ トソン ･ジュニアは次のように語っている｡ ま

さに彼の父の ｢経営者の理念 ･価値観｣の本質で

ある｡｢疑いもなくこの3つの信条が十分に効果を

上げている第一の理由は､それらが1つに結びつい

ている上に､1つ1つが互いに他を力づけるもので

あることだ｡ もしあなたが申し分ない人々を雇っ

てそれを優遇 してやれば､彼 らはよい仕事 をしよ

うとするだろう｡彼 らは互いに力づけあい､教え

あって励むだろう｡彼 らは自分達で早い仕事のテ

ンポを作 り上げるだろう｡そのうえで､彼 らによ

き指導者が与えられ､ときには示唆が与えられ､

また彼 らが会社は何 をしようとしているかを理解

し､会社の成功には彼 らも一役買っているのだと

いうことを知るならば､彼 らは大 きな貢献をする

であろう｡得意先は望んでいる通 りの優れたサー

ビスを手に入れることができるだろう｡こうして

得意先にも､従業員にも､株主にも利益が もたら

されることになる｡｣T.Jワ トソン ･Jr.著土居武夫

訳 前掲書,54-55頁

(注13)ワ トソン ･シニアが影響 を強 く受けた人物で､

NCRの創業者｡パターソンの行った従業員への手

厚い諸制度がワ トソン ･シニアのそれの原典とな

ったと言われる｡

(注14)福原義春 『会社人間､社会に生 きる』中公新書

2001年,201頁

(注15)武藤山治は ｢審議会｣の運営について､前掲書

F私の身の上話』の228-230頁で強 く意見している
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ので参照されたい｡

(注16)｢株式会社は営利会社である｡したがって株式会

社の経営に当る者は､営利以外の行為に出づべ き

ものでないといふ考え方は､一般株式会社の重役

によって抱かれているが､私は早 くからこの意見

に疑問を有 して居 りました｡一個人でも､株式会

社でも1つの人格を有するものでなければならぬ｡

一個人に人格が必要であるとすれば､その一個人

が多数集まった株式会社にもまた人格が必要であ

る｡一個人が世に処 して成すべ きことは､株式会

社もまた世間のため寄与すべきものである｡もし､

株式会社は営利会社であるから営利以外一切の行

為はせぬということになれば､今 日のように段々

株式組織が広 く行われる時代には公益事業を顧み

るものが少なくなって世の中は迷惑を被ることと

なる｡ こんな考え方は通用させてはならぬ｡ かく

私は考えて､鐘紡在職中は常にこのことを念頭に

置き､機会或る毎に株主に諮ってこれを実行 しま

した｣ 武藤山治 『私の身の上話』ゆまに書房

1934年 (1998年復刻版),337頁
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